
消
費

者
安

全
専

門
調

査
会

報
告

書
～

事
故

情
報

の
活

用
等

の
在

り
方

に
つ

い
て

～

《
概

要
》

平
成

2
9
年

８
月

８
日

消
費

者
安

全
専

門
調

査
会
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は
じ

め
に

・
第

１
行

政
機

関
等

に
お

け
る

事
故

情
報

の
活

用
等

Ø
消

費
者

庁
に

お
い

て
事

故
情

報
を

一
元

的
に

集
約

、
集

約
し

た
情

報
を

も
と

に
注

意
喚

起
等

を
行

う
等

、
一

定
の

活
用

等
を

実
施

。

Ø
事

故
の

未
然

防
止

等
の

た
め

、
事

故
情

報
の

一
層

の
活

用
が

可
能

で
は

な
い

か
と

の
問

題
意

識
に

立
ち

、
分

析
手

法
の

充
実

の
観

点
か

ら
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

等
の

デ
ー

タ
分

析
技

術
の

活
用

可
能

性
に

着
目

。

Ø
「
消

費
者

安
全

専
門

調
査

会
」
に

お
い

て
、

デ
ー

タ
分

析
の

専
門

家
等

に
よ

り
、

具
体

的
な

分
析

手
法

の
検

討
等

を
実

施
。

【
消

費
者
安
全

専
門

調
査
会
】

～
専

門
委
員
～

(
座
長

)
山

本
隆

司
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治

学
研

究
科

教
授

(
座
長

代
理

)
藤

田
和

彦
富
士
通
株
式
会
社
シ
ニ
ア
デ

ィ
レ

ク
タ

ー
相

澤
彰

子
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
国

立
情

報
学

研
究
所

教
授

市
瀬

龍
太

郎
大
学
共
同
利
用
機
関
法
人
国

立
情

報
学

研
究
所

准
教
授

西
田

佳
史

国
立
研
究
開
発
法
人
産
業
技

術
総

合
研

究
所
首

席
研
究
員

村
田

磨
理

子
公
益
財
団
法
人
統
計
情
報
研

究
開

発
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ
主
任

研
究
員

は
じ

め
に
（

報
告
書
P1
）

第
１

行
政

機
関

等
に

お
け

る
事

故
情

報
の

活
用

等

１
事

故
情

報
の

収
集

(P
2）

（
１

）
消

費
者

安
全

法
に

基
づ

く
事

故
情

報
の

収
集

（
２

）
消

費
生

活
用

製
品

安
全

法
に

基
づ

く
事

故
情

報
の

収
集

（
３

）
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

お
け

る
事

故
情

報
の

収
集

（
４

）
医

療
機

関
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
に

お
け

る
事

故
情

報
の

収
集

２
事

故
情

報
の

公
表

及
び

注
意

喚
起

（P
5）

（
１

）
消

費
者

安
全

法
に

基
づ

き
通

知
さ

れ
た

消
費

者
事

故
等

の
公

表
（
２

）
消

費
生

活
用

製
品

安
全

法
に

基
づ

き
報

告
の

あ
っ

た
重

大
事

故
等

の
公

表
（
３

）
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

お
け

る
公

表

（
４

）
注

意
喚

起

３
事

故
原

因
の

調
査

等
（P

6）

（
１

）
消

費
者

安
全

調
査

委
員

会
に

よ
る

事
故

等
原

因
調

査
（
２

）
消

費
生

活
用

製
品

安
全

法
に

基
づ

く
事

故
情

報
の

分
析

と
原

因
の

調
査

・
究

明
等

（
３

）
国

民
生

活
セ

ン
タ

ー
に

お
け

る
商

品
テ

ス
ト

の
実

施

開
催

実
績
（

平
成
2
9
年

1月
～
7
月
）

第
2
7
回

・
消

費
者
庁

に
お
け
る
事
故
情
報
活
用
の
取
組

第
2
8
回

・
事

故
情
報

の
公
開
、
日
本
ｽ
ﾎﾟ
ｰ
ﾂ
振
興
ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰの

取
組

第
2
9
回

・
ﾃ
ｷ
ｽ
ﾄ
ﾏ
ｲﾆ
ﾝ
ｸ
ﾞ
を
活
用
し
た
事
故
情
報
の
分
析

第
3
0
回

・
海

外
機
関

に
お
け
る
事
故
情
報
の
収
集
と
利
用

第
3
1
回

・
事

故
情
報

の
分
析
の
試
行
の
結
果
、
暮
ら
し
の
ｱ
ﾝ
ｹ
ｰ
ﾄ
結
果

第
3
2
回

・
報

告
書
骨

子
案

第
3
3
回

・
報

告
書
案

(注
)消

費
者
安
全
専
門
調
査

会
は
平
成
2
1年

９
月
か
ら
継
続
し
て
設
置
さ
れ
て
お
り
、

今
般
本
テ
ー
マ
の
検
討
に
あ
た
り
再
開
。
そ
の
た
め
初
回
は
第
2
7回

と
な
る
。

Pa
ge

 1
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
１

（
１

）
事

故
情

報
の

流
れ

か
ら

見
た

効
果

的
な

仕
組

み
の

構
築

（
藤

田
和

彦
）

(P
14

)

１
専

門
委

員
に

お
け

る
分

析

（
ア
）
目
的

事
故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
、
お
よ
び
そ
れ
に
関
わ
る
消
費
者
、
国
民
生
活
セ
ン
タ
ー
、
病
院
な
ど
の
公
的
機
関
、
製
造
業
者
、
消
費
者
庁
、
各
省

庁
を
含
む
全
体
を
シ
ス
テ
ム
と
捉
え
、
事
故
の
未
然
防
止
・
拡
大
防
止
に
向
け
て
、
シ
ス
テ
ム
全
体
の
情
報
の
流
れ
を
検
討
す
る
。

(
イ
）
分
析
手
法

思
考
展
開
法

（
※

）
を
使
用
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
に
よ
り
、
現
状
認
識
、
課
題
抽
出
、
解
決
策
立
案
の
検
討

を
行
っ
た
。

※
少
人
数

(５
名
程
度

)に
よ

る
各

人
の

現
状

認
識

、
問

題
意

識
、
解
決

方
針
、

個
別
の

解
決
策

等
を
相

互
に
表

出
し
、

ま
と
め

て
い

く
過

程
を

通
じ

て
、

テ
ー

マ
と

す
る

事
柄

に
つ

い
て

の
、
状
況

・
課

題
の

認
識

と
創

造
的

な
解

決
策

を
得
る
手

法
。

（
ウ

）
検

討
結

果
①

課
題

の
抽

出
上

記
（
イ

）
の

ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
の

結
果

、
以

下
を

課
題

と
し

て
抽

出
。

●
「
活

用
で

き
る

事
故

情
報

を
作

る
（
※

１
）
」

※
１
：
活
用
で
き
る
事
故
情
報
と
は
：
収
集
・
蓄
積
後
に
様
々
な
場
面
で
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
、

内
容
の
わ
か
り
や
す
さ
に
加
え
、
分
析

の
し
や
す
さ
正
確
性
な
ど
も
求
め
ら
れ
る
情
報
を
い
う
。

●
「
事

故
情

報
活

用
の

シ
ス

テ
ム

化
（
※

２
）
」

※
２
：
事
故
情
報
活
用
の
シ
ス
テ
ム
化
と
は
：
情
報
の
質
・
量
を
高
め
る
と
と
も
に
、
情
報
分
析
の
質
・

ス
ピ
ー
ド
を
高
め
、
消
費
者
や
事
業
者

に
向
け
た
情
報
伝
達
の
確
実
性
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
環
し
た
情
報
の
良
い
流
れ
を
形
成
す
る
こ
と
を
、
事
故
情
報
の
活
用

の
シ
ス
テ
ム
化
と
い
う
。

②
解
決
案
の
具
体
化

上
記
①
の
課
題
の
解
決
案
と
し
て
、
以
下
の
２
点
に
つ
い
て
具
体
化
を
図
っ
た
。

１
）
事
故
の
簡
潔
表
現
モ
デ
ル

事
故
を
４
つ

の
要
素
（
要
因
：
事
故
の
引
き
金
に
な
る
事
柄
、
特
性
：
事
故
の
出
来
を
特
徴
付
け
る
性
質
、
制
約
：
事
故
を
特
徴
付
け
る

背
景
、
結
果
：
事
故
の
結
果
、
発
生
す
る
事
柄
）
で
簡
潔
に
表
現
す
る
も
の
。

こ
の
形
式
で

記
述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
例
え
ば
、
「
特
性
」
を
変
え
る
こ
と
で
、
類
似
す
る
事
故
の
再
発
の
防
止
を
図
る
こ
と
が
可
能
。

※
具

体
的
に

は
、
ラ
イ
タ
ー
に
よ
る
火
傷

の
場
合

、
ラ
イ
タ

ー
の

残
り

火
に
よ

る
火
傷
と

い
う

「
特

性
」
が
あ
る
が
、
残
り
火
は
ラ
イ
タ
ー
の
他
、

花
火

、
た

き
火
等
で
も
生
じ
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ

の
た
め

、
残
り

火
の
危

険
性
に

着
目
し

た
公
表

な
ど
が
考
え
ら
れ
る

。
２
）
仮
想
カ
タ
ロ
グ
を
利
用
し
た
具
体
化

実
現
し
た
い
も
の
を
仮
想
的
に
カ
タ
ロ

グ
に
し
て
イ
メ
ー
ジ
を
分
か
り
や
す
く
表
現
す
る
手
法
で
あ
り
、
「
消
費
者
事
故
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
、

「
消
費
者
事
故
の
体
験
型
テ
ー
マ
パ
ー
ク
」
、
「
く
ら
し
の
安
全
掲
示
板
と
安
全
情
報
マ
イ
ス
タ
ー
」
に
つ
い
て
カ
タ
ロ
グ
を
作
成
。

P
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
２

（
２

）
事

故
情

報
デ

ー
タ

の
品

質
向

上
に

向
け

て
（
村

田
磨

理
子

）
（

P3
3）

（
ア

）
目

的
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

登
録

さ
れ

て
い

る
事

故
情

報
に

関
し

て
、

収
録

さ
れ

て
い

る
項

目
や

分
類

の
状

況
を

確
認

す
る

こ
と

に
よ

り
、

デ
ー

タ
の

品
質

を
検

証
す

る
。

検
証

結
果

か
ら

デ
ー

タ
の

有
用

性
を

高
め

る
方

策
を

検
討

す
る

。

（
イ

）
検

証
結

果

（
デ

ー
タ
品

質
に
関

す
る
こ
と
）

①
項

目
の

収
録
状

況
：
項
目
に
よ
っ
て
は
空
白
が
非
常
に

多
い

。
研

究
者
、

利
用
者
の

ニ
ー

ズ
等

を
把
握

し
て
、
入
力
を
推
奨
す
る
項
目
を
明
確
に
す
べ
き
。

②
収

録
の
形

式
：
収
録
形
式
が
不
統
一
な
も
の
も
あ

る
。

（
例

え
ば
「

発
生
年
月

日
」

に
つ

い
て
「

年
の
み
」
、
「
年
月
」
、
「
年
月
日
」
等
の
様
々
な

形
式
で
入
力
さ
れ
て
い
る
。
）
⇒

改
善

策
と

し
て
年

月
日
な
ど

は
定

型
フ

ォ
ー
マ

ッ
ト
と
す
る
こ
と
や
、
情
報
提
供
を
受
け
る
際
は
、

少
な
く
と
も
「
年
」
は
必
須
と
す

る
な

ど
の

対
応
が

必
要
。

③
自

由
記
述

の
扱

い
：
自
由
記
述
文
を
言
語
解
析
処
理
し

、
ア

フ
タ

ー
コ
ー

デ
ィ
ン
グ

（
※
）
を

行
う

こ
と
の

検
討
。

→
分
類
の
揺
ら
ぎ
、
空
白
デ
ー
タ
の
削
減

に
寄
与
等
。

※
 
定

型
化

さ
れ

た
言
葉
や

記
号
（

コ
ー
ド

）
で
は

な
い
状

態
か
ら

、
事
後

的
に
（

ア
フ

タ
ー

）
記

号
を

割
り

当
て

る
（

コ
ー

ド
化

、

コ
ー

デ
ィ

ン
グ

）
こ

と
。

（
ウ

）
デ

ー
タ

の
有

用
性

を
高

め
る

た
め

の
方

策
（
今

後
の

課
題

）
・
情

報
提

供
元

に
お

け
る

定
義

の
違

い
を

考
慮

し
た

上
で

、
自

由
記

述
文

か
ら

の
ア

フ
タ

ー
コ

ー
ド

の
検

討
。

・
措

置
状

況
等

、
現

状
で

は
実

質
的

に
利

用
で

き
な

い
（
空

白
が

多
い

等
）
項

目
に

つ
い

て
、

利
用

者
ニ

ー
ズ

に
応

じ
て

情
報

提
供

の
検

討
等

。

●
ク

ロ
ス

集
計
の

試
行

事
故
の

特
徴
を

分
析
す
る
た
め
、
被
害
者
性
別
と
商
品

な
ど

分
類

の
ク
ロ

ス
集
計

を
試
行
。

・
総
数

で
は
、

女
性
が
男
性
の
2
.6
倍
多
い
（
情
報
提
供

者
に

バ
イ
ア

ス
が

あ
る
可
能
性
）
。

・
商
品
分

類
別

に
み
る
と
、
男
女
比
の
偏
り
の
大
小
に

差
異

が
あ
る
。

・
保
健
衛

生
品

、
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
は
女
性
の

多
さ

が
目
立
つ

。

※
項
目

ご
と
の

空
白
、

情
報

提
供

元
に

お
け

る
定

義
の

違
い
、

事
故
の

重
篤

度
等

デ
ー
タ

の
内
容

は
多

様
で

あ
る

が
、

一
例

と
し

て
一
括

し
た
分

析
を

試
み

た
。

【
図

表
２
－

７
】
被

害
者
性
別

と
商

品
分
類
の
ク
ロ
ス
集
計

Pa
ge

 3

男
性

 
女

性
 

不
明

、
空

白
 

食
料

品
 

6
,
9
7
5
 

1
2
,
5
3
5
 

7
,
7
9
3
 

家
電

製
品

 
1
,
1
3
3
 

1
,
6
2
8
 

8
,
6
1
6
 

住
居

品
 

3
,
0
8
2
 

5
,
7
8
9
 

8
,
2
8
7
 

文
具

・
娯

楽
用

品
 

1
,
3
3
9
 

1
,
5
1
7
 

1
,
7
1
8
 

光
熱

水
品

 
1
8
7
 

2
6
0
 

1
,
1
2
5
 

被
服

品
 

8
7
5
 

2
,
2
4
7
 

5
9
5
 

保
健

衛
生

品
 

4
,
8
3
1
 

2
6
,
4
6
8
 

2
,
1
3
6
 

車
両

・
乗

り
物

 
1
,
6
1
8
 

1
,
3
5
5
 

8
,
0
5
1
 

建
物

・
設

備
 

2
,
1
9
4
 

4
,
3
6
2
 

2
,
8
6
0
 

保
健

・
福

祉
サ

ー
ビ

ス
 

3
,
8
8
1
 

1
7
,
4
4
5
 

6
6
7
 

他
の

商
品

・
サ

ー
ビ

ス
 

3
,
9
5
9
 

6
,
6
5
9
 

5
,
1
1
7
 

総
数

 
2
2
,
9
9
3
 

6
0
,
7
5
0
 

3
7
,
6
2
0
 

（
注

）
商

品
な

ど
分

類
は

複
数

に
該

当
す

る
た

め
、

内
訳

の
和

は
総

数
に

一
致

し
な

い
。
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
３

（
３

）
事

故
情

報
の

活
用

等
の

あ
り

方
に

つ
い

て
言

語
解

析
技

術
（
相

澤
彰

子
）

（
P4

0）

①
俯

瞰
的

な
調

査
（
ア

）
目

的

事
故

情
報

デ
ー

タ
バ

ン
ク

に
登

録
さ

れ
て

い
る

デ
ー

タ
に

つ
い

て
、

分
類

項
目

の
網

羅
性

や
整

合
性

を
明

ら
か

に
す

る
。

(
イ

）
分
析
手

法
事

故
情

報
を

U
ni

co
de

変
換

し
、

「
辞

書
サ

イ
ズ

（
登

録
文

字
列

の
異

な
り

数
:事

故
種

別
で

あ
れ

ば
２

（
事

故
情

報
、

危
険

情
報

）
）
」
「
網

羅
率

（
欠

損
値

を
除

く
割

合
：
１

は
欠

損
が

０
の

意
味

）
」

「
平

均
バ

イ
ト

数
（
テ

キ
ス

ト
の

長
さ

の
平

均
、

１
文

字
３

バ
イ

ト
で

計
算

）
」
の

３
項

目
を

集
計

し
、

情
報

提
供

元
ご

と
の

差
異

を
示

す
。

②
言

語
解

析
(
ア

）
目
的

子
ど

も
に

お
い

て
頻

度
が

高
く
注

目
度

が
高

い
と

考
え

ら
れ

る
重

大
事

故
を

抽
出

す
る

。
(
イ

）
分
析
手

法
情

報
提

供
元

が
国

民
生

活
セ

ン
タ

ー
、

事
故

種
別

が
事

故
情

報
の

85
,7

78
件

を
分

析
対

象
。

分
析

に
は

全
入

力
項

目
の

う
ち

17
項

目
を

使
用

（
そ

れ
を

分
析

用
に

14
項

目
に

再
編

、
さ

ら
に

14
項

目
を

絞
り

込
み

項
目

、
表

示
項

目
と

に
分

別
）
。

ス
テ

ッ
プ

Ａ
：

絞
り

込
み

項
目

の
機

械
的

な
組

み
合

わ
せ

に
よ

り
グ

ル
ー

プ
を

生
成

。
「
事

故
件

数
（
頻

度
）
」
と

「
相

互
情

報
量

（
意

外
性

を
表

す
統

計
尺

度
）
」
を

掛
け

合
わ

せ
た

尺
度

を
使

っ
て

グ
ル

ー
プ

の
順

位
付

け
。

ス
テ

ッ
プ

Ｂ
：

ス
テ

ッ
プ

Ａ
の

グ
ル

ー
プ

に
特

徴
を

示
す

キ
ー

ワ
ー

ド
を

表
示

。
キ

ー
ワ

ー
ド

抽
出

に
お

い
て

、
言

語
解

析
技

術
（
形

態
素

解
析

と
係

り
受

け
解

析
）
を

使
用

。
解

析
結

果
か

ら
得

ら
れ

る
「
名

詞
句

」
と

「
名

詞
句

と
動

詞
の

係
り

受
け

ペ
ア

」
を

グ
ル

ー
プ

ご
と

に
表

示
。

さ
ら

に
「

(事
故

件
数

（
頻

度
）

)×
(相

互
情

報
量

（
意

外
性

を
表

す
統

計
尺

度
）

)＝
ス

コ
ア

」
に

よ
り

順
位

付
け

。

（
ウ

）
分

析
結

果

【
図

表
２

－
９

（
抜

粋
）
】

デ
ー

タ
の

登
録

状
況

は
情

報
提

供
元

に
よ

り
大

き
な

差
異

。

（
エ

）
留

意
点

等
・
事

故
情

報
の

分
析

は
、

人
手

で
詳

細
に

行
う

必
要

が
あ

る
が

、
そ

の
前

段
階

と
し

て
分

析
対

象
を

絞
り

込
み

整
理

す
る

こ
と

に
有

用
。

・
課

題
と

し
て

、
①

デ
ー

タ
品

質
向

上
（
入

力
イ

ン
タ

ー
フ

ェ
イ

ス
、

整
合

性
チ

ェ
ッ

ク
ツ

ー
ル

の
共

有
）
、

②
辞

書
の

整
備

（
様

々
な

言
い

回
し

を
１

つ
の

意
味

に
集

約
さ

せ
る

等
の

役
割

）
、

③
自

由
記

述
項

目
の

テ
キ

ス
ト

分
析

を
利

用
し

た
欠

損
値

を
補

完
す

る
仕

組
み

の
検

討
。

【
図

表
２

－
13

（
抜

粋
）
】
上

記
表

は
、

最
も

事
故

発
生

件
数

が
高

か
っ

た
グ

ル
ー

プ
。

そ
の

他
特

徴
的

な
グ

ル
ー

プ
と

し
て

、
《
中

学
生

》
の

《
化

粧
石

鹸
》

に
よ

る
《
皮

膚
障

害
》

等
上

位
３

件
を

抽
出

。

フ
ィ

ー
ル

ド
名

辞
書

サ
イ

ズ
網

羅
率

平
均

バ
イ

ト
辞

書
サ

イ
ズ

網
羅

率
平

均
バ

イ
ト

辞
書

サ
イ

ズ
網

羅
率

平
均

バ
イ

ト
辞

書
サ

イ
ズ

網
羅

率
平

均
バ

イ
ト

事
故

情
報

ID
19

8,
13

5
1.

00
9.

0
12

1,
36

3
1.

00
8.

9
8,

30
8

1.
00

9.
2

7,
90

1
1.

00
9.

0

種
別

2
1.

00
12

.0
2

1.
00

12
.0

1
1.

00
12

.0
1

1.
00

12
.0

発
生

日
時

19
,2

50
0.

65
16

.6
14

,0
97

0.
49

16
.4

2,
99

4
1.

00
16

.8
2,

90
6

1.
00

16
.7

発
生

場
所

21
9

0.
46

9.
4

48
0.

49
9.

3
47

0.
87

9.
3

47
1.

00
9.

3

商
品

な
ど

分
類

2,
17

7
0.

98
42

.1
2,

17
0

1.
00

49
.5

1
1.

00
27

.0
32

1.
00

30
.5

事
故

内
容

20
0.

92
13

.0
17

1.
00

13
.3

1
1.

00
12

.0
12

0.
90

12
.0

被
害

者
の

情
報

-年
代

等
51

0.
41

8.
2

11
0.

64
8.

2
0

0.
00

0.
0

11
0.

02
8.

8

被
害

者
の

情
報

-性
別

3
0.

45
6.

0
3

0.
70

6.
0

0
0.

00
0.

0
3

0.
02

6.
0

発
生

場
所

-施
設

名
62

0.
00

14
.0

0
0.

00
0.

0
0

0.
00

0.
0

0
0.

00
0.

0

事
業

者
-事

業
者

名
47

,9
13

0.
69

21
.7

39
,8

87
0.

85
18

.0
0

0.
00

0.
0

1,
46

4
0.

67
42

.2

情
報

元
シ

ス
テ

ム
ID

19
8,

10
1

1.
00

13
.6

12
1,

36
3

1.
00

16
.0

8,
30

8
1.

00
11

.0
7,

90
1

1.
00

10
.0

参
画

機
関

 ⑤
全

体
参

画
機

関
 ①

参
画

機
関

 ②
事

故
発

生
件

数
5
9

絞
り

込
み

項
目

《
発

生
場

所
・
施

設
用

途
》
 店

舗
・
商

業
施

設
　

　
《
事

故
内

容
》
 そ

の
他

　
　

《
傷

病
内

容
》
 骨

折

発
生

年
2
0
1
3
(1

5
),
 2

0
1
6
(9

),
 2

0
1
2
(8

),
 2

0
1
4
(6

),
 2

0
0
8
(1

),
 2

0
1
0
(6

),
 2

0
1
5
(3

),
 2

0
0
9
(1

),
 2

0
1
1
(4

)

発
生

月
0
1
(6

),
 0

8
(5

),
 0

4
(5

),
 1

2
(4

),
 0

2
(5

),
 0

5
(8

),
 0

3
(4

),
 1

0
(3

),
 0

7
(4

),
 0

9
(3

)

発
生

場
所

-
発

生
場

所
そ

の
他

(4
),
 階

段
(1

),
 玄

関
(1

)

被
害

者
の

情
報

-
所

属
-
職

業
そ

の
他

, 
不

明
(2

),
 小

学
生

(1
9
),
 そ

の
他

, 
学

生
(3

),
 そ

の
他

(5
),
 中

学
生

(7
),
 無

職
(2

3
)

被
害

者
の

情
報

-
年

代
等

-
年

代
１

～
４

歳
(2

1
),
 ５

～
９

歳
(1

1
),
 小

学
生

(1
9
),
 中

学
生

(7
),
 0

歳
以

下
(1

)

被
害

者
の

情
報

-
性

別
男

性
(3

7
),
 不

明
(2

),
 女

性
(2

0
)

傷
病

の
程

度
１

か
月

以
上

(5
9
)

事
故

概
要

遊
具

(3
),
 屋

内
遊

戯
施

設
(2

),
 施

設
内

遊
園

地
の

エ
ア

ー
滑

り
台

(2
),
 ス

ポ
ー

ツ
教

室
(2

),
 遊

園
地

(2
),
 鍼

灸
院

の
マ

ッ
サ

ー
ジ

(1
),
 他

の
建

物
(1

),
 …

商
品

情
報

遊
具

(3
),
 施

設
内

遊
園

地
の

エ
ア

ー
滑

り
台

-
滑

り
台

-
遊

園
地

・
レ

ジ
ャ

ー
ラ

ン
ド

(2
),
 ○

○
○

(2
),
 店

の
キ

ッ
ズ

コ
ー

ナ
ー

エ
ア

マ
ッ

ト
-
遊

具
-
店

舗
.事

務
所

(1
),
 …

事
業

者
情

報
〇

〇
〇

〇

事
故

内
容

詳
細

（
名

詞
句

）
遊

具
(3

0
),
 子

供
(6

7
),
 ボ

ー
ル

 プ
ー

ル
(1

2
),
 責

任
(2

3
),
 息

子
(6

5
),
 救

急
 車

(2
6
),
 無

料
(1

6
),
 店

 側
(1

2
),
 ギ

ブ
ス

(1
0
),
 腕

(1
5
),

事
故

内
容

詳
細

（
係

り
受

け
）

全
治

(2
1
),
 怪

我
¦を

¦す
る

(1
8
),
 骨

折
(7

),
 左

 ひ
じ

¦を
¦骨

折
 す

る
(5

),
 不

満
(1

0
),
 ボ

ー
ル

 プ
ー

ル
¦に

¦飛
び

込
む

(4
),
 子

供
¦を

¦遊
ば

 せ
 て

 い
る

(4
),
…

Pa
ge
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
４

（
４

）
事

故
情

報
デ

ー
タ

分
析

（
市

瀬
龍

太
郎

）
（

P4
9）

（
ア

）
目

的

頻
繁

に
発

生
す

る
事

故
に

は
、

一
定

の
パ

タ
ー

ン
が

存
在

。
そ

の
パ

タ
ー

ン
を

発
見

す
る

こ
と

で
頻

繁
に

起
こ

る
事

故
の

特
徴

を
明

ら
か

に
す

る
。

(
イ
）
分
析
手
法

「
重

傷
度

」
と

「
年

齢
」
の

組
み

合
わ

せ
に

よ
り

14
個

の
分

析
カ

テ
ゴ

リ
を

設
定

。
頻

出
パ

タ
ー

ン
マ

イ
ニ

ン
グ

に
よ

り
カ

テ
ゴ

リ
ご

と
に

事
故

デ
ー

タ
の

「
事

故

概
要

」
「
商

品
な

ど
の

分
類

」
か

ら
名

詞
を

抽
出

し
、

そ
の

名
詞

が
頻

繁
に

共
起

す
る

事
例

を
グ

ル
ー

プ
化

。
グ

ル
ー

プ
ご

と
に

「
事

故
内

容
詳

細
」
か

ら
頻

繁
に

共
起

す
る

名
詞

を
事

故
を

特
徴

づ
け

る
も

の
と

し
て

列
挙

。

（
ウ

）
分

析
結

果

①
重

傷
・
死

亡
（
９

歳
以

下
）

＜
グ

ル
ー

プ
例

＞
・

娯
楽

、
遊

具
…

テ
ー

マ
パ

ー
ク

、
滑

り
台

・
建

物
、

設
備

、
構

成
、

材
…

自
動

、
ド

ア
、

怪
我

・
乗

り
物

、
車

両
…

車
、

指
→

乗
り

物
、

遊
ん

で
い

る
最

中
な

ど
の

事
例

が
見

ら
れ

る
。

②
重
傷
・
死
亡
（
7
0
歳
代
）

＜
グ
ル
ー
プ
例
＞

・
乗
合
、
バ
ス
、
サ
ー
ビ
ス
…
バ
ス
停
、
停
車
、
転

倒
、
骨
折

・
保
健
、
福
祉
、
医
療
、
機
器
…
イ
ン
、
プ
ラ
ン
ト

、
歯
科

採
血
、
注
射
、
し

び
れ

金
属
、
ア
レ
ル
ギ

ー
→
バ
ス
、
医
療
、
保
健
の
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
事
例

な
ど
が
見
ら
れ
る
。

（
エ

）
留

意
点

等
・
単
語
の
共
起
頻
度
に
基
づ
く
分
類
で
あ
る
た
め
、
す
べ
て
の
事
故
が
同
じ
形
態
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
た
め

、
グ
ル
ー
プ
内
に
お
い
て
も
複
数
の

パ
タ
ー
ン
の
事
故
が
存
在
す
る
可
能
性
や
同
一
の
事
故
が
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

。
・
し
た
が
っ
て
、
似
た
グ
ル
ー
プ
の
多
さ
が
同
様
の
事
例
の
多
さ
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ID
出

現
数

語
１

語
2

語
3

語
4

語
5

語
6

語
7

語
8

3
5

3
7

玩
具

文
具

娯
楽

用
品

遊
具

建
物

他
設

備

8
1
9

施
設

玩
具

用
品

娯
楽

文
具

遊
具

5
1
8

構
成

材
住

宅
建

物
設

備

1
4

2
0

移
動

運
搬

乗
り

物
車

両
用

品

4
1
8

材
住

宅
建

物
設

備

～ ～ ～

ID
出

現
数

語
１

語
2

語
3

語
4

語
5

語
6

語
7

3
1

8
8

運
輸

サ
ー

ビ
ス

乗
合

バ
ス

そ
の

他
他

商
品

1
8

6
6

機
器

医
療

衛
生

保
健

福
祉

サ
ー

ビ
ス

3
4
8

理
容

室
保

健
福

祉
サ

ー
ビ

ス

～ ～

Pa
ge
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
５

（
５

）
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

を
用

い
た

事
故

デ
ー

タ
の

分
析

の
試

行
と

考
察

（
西

田
佳

史
）

（
P5

6）

（
ア

）
目

的

子
ど

も
や

高
齢

者
の

製
品

事
故

に
関

し
、

対
策

が
必

要
な

重
要

領
域

を
抽

出
、

優
先

度
付

け
を

行
う

こ
と

を
目

的
と

す
る

。
(
イ
）
分

析
手
法

事
故

情
報

デ
ー

タ
バ

ン
ク

に
登

録
さ

れ
て

い
る

、
子

ど
も

と
高

齢
者

の
事

故
デ

ー
タ

を
使

用
し

、
「
事

故
内

容
詳

細
」
の

記
述

内
容

か
ら

テ
キ

ス
ト

マ
イ

ニ
ン

グ
に

よ
り

、
重

傷
1名

、
死

亡
1名

、
又

は
重

症
1名

以
上

の
「
重

症
以

上
」の

ケ
ー

ス
に

お
い

て
出

現
す

る
製

品
名

を
抽

出
し

、
そ

の
製

品
名

が
出

現
す

る
事

故
情

報
の

件
数

を
カ

ウ
ン

ト
。

そ
こ

か
ら

製
品

名
ご

と
に

当
該

事
故

情
報

の
出

現
頻

度
（
重

症
以

上
数

／
全

体
数

）
を

算
出

し
て

い
る

。

（
エ

）
留

意
点

等

・
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

の
あ

る
べ

き
使

用
方

法
と

し
て

は
、

重
要

ト
ピ

ッ
ク

の
フ

ィ
ル

タ
リ

ン
グ

、
注

目
す

べ
き

ト
ピ

ッ
ク

の
候

補
リ

ス
ト

作
成

、
頻

度
の

経
年

変
化

を
み

る
こ

と
に

よ
る

効
果

評
価

、
入

力
項

目
更

新
の

た
め

の
材

料
と

し
て

有
用

。

・
留

意
点

と
し

て
、

文
章

中
に

含
ま

れ
る

製
品

名
の

数
え

上
げ

の
た

め
、

事
故

の
直

接
原

因
か

、
無

関
係

で
あ

る
か

は
自

動
で

判
断

す
る

こ
と

は
不

可
能

。
そ

の
た

め
、

絶
対

数
が

重
要

な
応

用
に

は
適

切
で

な
い

場
合

も
あ

る
。

（
ウ

）
分

析
結

果

９
歳

以
下

の
事

故
デ

ー
タ

の
分

析
結

果
6
0
歳

以
上

の
事

故
デ

ー
タ

分
析

結
果
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第
２

事
故

の
未

然
防

止
等

の
た

め
の

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

分
析

－
６

２
事

業
者

に
よ

る
分

析
（

P6
2）

①
テ

キ
ス
ト

マ
イ
ニ

ン
グ
に
よ

る
自

由
記

述
の

分
析

（
ア

）
目

的

事
故

情
報

デ
ー

タ
バ

ン
ク

の
自

由
記

述
欄

の
記

述
を

対
象

に
、

テ
キ

ス
ト

マ
イ

ニ
ン

グ
を

用
い

る
こ

と
に

よ
り

、
ど

の
よ

う
な

形
で

情
報

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
か

を
検

討
す

る
。

(
イ

）
分
析
手

法
文

字
情

報
を

単
語

に
分

解
し

て
、

名
詞

と
動

詞
を

出
現

頻
度

で
ラ

ン
キ

ン
グ

す
る

こ
と

に
よ

り
、

主
な

事
故

の
対

象
と

原
因

と
な

る
行

動
を

抽
出

。
ま

た
、

そ
の

係
り

受
け

（
主

語
と

述
語

の
関

係
）

を
検

出
す

る
こ

と
で

、
事

故
の

内
容

を
よ

り
詳

細
に

把
握

。
さ

ら
に

、
共

起
の

関
係

に
あ

る
（
一

緒
に

発
言

さ
れ

る
）
単

語
を

つ
な

ぐ
こ

と
に

よ
り

、
事

故
情

報
の

俯
瞰

的
な

マ
ッ

プ
を

作
成

。

②
SN
S活

用
の
可

能
性

(
ア
）

目
的

SN
Sに

消
費

者
が

直
接

書
き

込
ん

だ
文

字
情

報
を

、
事

故
の

端
緒

情
報

と
し

て
収

集
す

る
こ

と
で

、
分

析
や

注
意

喚
起

へ
の

活
用

が
可

能
で

あ
る

か
を

検
討

す
る

。

(
イ
）

分
析
手

法
代

表
的

な
SN

Sで
あ

る
Tw

itt
er

へ
の

投
稿

を
対

象
に

し
て

、
特

定
の

事
故

に
関

連
す

る
検

索
ワ

ー
ド

を
設

定
し

、
そ

の
投

稿
数

の
推

移
と

背
景

、
な

ら
び

に
ツ

イ
ー

ト
内

容
を

分
析

。
今

回
の

試
行

に
お

い
て

は
、

「
自

転
車

」
と

共
起

す
る

単
語

の
組

合
せ

を
検

索
ワ

ー
ド

に
設

定
し

て
、

所
定

期
間

内
で

該
当

し
た

49
,4

53
件

の
投

稿
を

分
析

。

（
ウ

）
分

析
結

果
●

テ
キ

ス
ト

マ
イ

ニ
ン

グ
●

SN
S

（
エ

）
留

意
点

等
・
テ

キ
ス

ト
マ

イ
ニ

ン
グ

に
よ

る
機

械
的

な
抽

出
に

よ
り

、
大

枠
で

の
状

況
把

握
が

容
易

に
可

能
と

な
る

。
し

か
し

な
が

ら
、

実
際

に
ど

の
よ

う
な

事
故

が
発

生
し

た
か

、
因

果
関

係
、

重
大

性
等

は
具

体
的

に
内

容
を

確
認

す
る

必
要

が
あ

る
。

ま
た

、
場

合
に

よ
っ

て
は

、
分

析
者

の
主

観
が

入
る

可
能

性
が

あ
る

。
・

SN
Sの

活
用

に
お

い
て

は
、

事
故

情
報

と
の

相
関

は
発

生
日

ベ
ー

ス
で

比
較

す
べ

き
で

あ
る

こ
と

、
ヒ

ヤ
リ

・
ハ

ッ
ト

情
報

の
方

が
登

録
さ

れ
や

す
い

可
能

性
が

あ
る

こ
と

、
大

き
な

事
故

ほ
ど

当
事

者
か

ら
の

投
稿

は
少

な
い

可
能

性
が

あ
る

こ
と

、
デ

ー
タ

の
精

査
（
ク

レ
ン

ジ
ン

グ
）
が

必
要

で
あ

る
こ

と
、

検
索

ワ
ー

ド
の

工
夫

が
必

要
と

な
る

こ
と

を
留

意
す

る
必

要
が

あ
る

。

【
図

表
２

－
21

】
「
買

う
」
を

中
心

に
「
購

入
製

品
」「

購
入

場
所

」「
関

連
事

項
」を

つ
な

げ
る

こ
と

に
よ

り
事

故
に

関
す

る
情

報
を

可
視

化
。

SN
S広

告
、

ネ
ッ

ト
通

販
、

お
試

し
、

健
康

食
品

、
定

期
購

入
に

係
る

消
費

者
ト

ラ
ブ

ル
が

み
え

て
く
る

。

【
図

表
２

－
25

】
Tw

itt
er

の
投

稿
数

の
推

移
を

み
る

と
、

２
月

20
日

に
一

つ
の

ピ
ー

ク
が

確
認

さ
れ

、
こ

の
背

景
と

し
て

、
実

際
の

自
転

車
事

故
が

報
道

さ
れ

た
こ

と
に

よ
る

増
加

が
推

定
さ

れ
た

。
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第
３

事
故

情
報

の
公

開
に

つ
い

て

１
行

政
機

関
に

お
け

る
情

報
の

公
開

の
流

れ
(P

73
)

（
１

）
個

人
情

報
保

護
法

制
の

改
正

民
間

部
門

、
公

的
部

門
に

お
い

て
、

保
有

す
る

情
報

を
利

活
用

す
る

取
組

が
推

進
。

（
２

）
官

民
デ

ー
タ

活
用

推
進

基
本

法
の

成
立

多
様

か
つ

大
量

の
情

報
を

適
正

、
効

果
的

に
活

用
し

、
我

が
国

が
直

面
す

る
課

題
を

解
決

（
３

）
事

故
情

報
の

公
開

の
取

組

消
費

者
事

故
の

公
表

、
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

よ
る

公
表

等

２
事

故
情

報
の

公
開

の
意

義
（

P7
4）

・
事

故
の

未
然

防
止

等
の

期
待

・
公

開
さ

れ
た

事
故

情
報

を
研

究
者

等
が

分
析

し
、

公
表

す
る

こ
と

に
よ

る
消

費
者

保
護

の
促

進
。

・
事

業
者

は
、

リ
コ

ー
ル

等
に

至
る

前
に

製
品

改
良

、
サ

ー
ビ

ス
の

改
良

が
可

能
。

・
公

開
さ

れ
た

情
報

を
分

析
し

て
、

消
費

者
や

事
業

者
に

提
供

す
る

等
の

ビ
ジ

ネ
ス

の
登

場
も

期
待

。

・
消

費
者

行
政

の
透

明
性

の
向

上
等

３
事

故
情

報
の

公
開

に
お

け
る

留
意

点
（P

75
）

（
１

）
行

政
機

関
の

保
有

す
る

個
人

情
報

の
保

護
に

関
す

る
法

律
の

規
定

を
踏

ま
え

た
対

応
。

（
２

）
消

費
者

に
関

す
る

情
報

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

、
参

照
リ

ス
ク

に
留

意
。

（
３

）
事

業
者

に
関

す
る

情
報

事
業

者
か

ら
事

故
に

対
し

て
対

策
を

講
じ

た
と

の
情

報
提

供
等

が
あ

っ
た

際
の

情
報

の
更

新
。

（
４

）
ロ

ー
デ

ー
タ

の
公

開

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

侵
害

の
懸

念
か

ら
、

情
報

が
集

ま
ら

な
く

な
る

可
能

性
。

（
５

）
事

故
情

報
の

収
集

・
集

約
段

階

情
報

が
公

開
さ

れ
る

こ
と

を
見

据
え

た
設

計
（

オ
ー

プ
ン

デ
ー

タ
・

バ
イ

デ
ザ

イ
ン

）
の

検
討

も
重

要
。

（
６

）
事

故
情

報
の

利
用

に
関

す
る

ル
ー

ル

情
報

の
公
開

に
当

た
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
要
件
を
定
め
、

一
定

の
範
囲

の
人
に
一
定
の
目
的

で
事
故
情
報
を
公
開
。

（
７

）
事

故
情

報
の

公
開

に
よ

る
責

任
等

事
故

情
報

の
公

開
に

よ
る

国
の

ﾌ
ﾟ
ﾗ
ｲ
ﾊ
ﾞ
ｼ
ｰ
侵

害
等

の
責

任
に

つ
い

て
、

公
開

の
目

的
等

に
よ

り
責

任
の

有
無

が
判

断
さ

れ
る

が
、

何
の

た
め

に
事

故
情

報
を

公
開

し
、

ど
の

よ
う

な
利

益
が

実
現

さ
れ

る
か

の
議

論
も

必
要

。
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第
４

海
外

に
お

け
る

事
故

に
関

す
る

情
報

の
活

用
等

１
米

国
（

P8
0）

消
費

者
製

品
安

全
委

員
会

（
C
P
S
C
）

が
全

国
の

病
院

の
中

か
ら

約
1
0
0
施

設
を

抽
出

。
こ

れ
ら

の
病

院
が

取
り

扱
っ

た
傷

害
に

関
す

る
情

報
を

全
米

傷
害

電
子

調
査

シ
ス

テ
ム

（
N
E
I
S
S
）

で
公

開
。

(
1)
N
EI
S
S

ア
情
報
の

収
集

・
情
報

の
入

力
作
業
は
CP

SC
か
ら
訓
練

を
受

け
た

病
院

ス
タ
ッ
フ

が
実

施
。

CP
S
Cは

入
力

に
対
し
対
価
を
支
払
い
。

・
NE

IS
Sの

デ
ー
タ
項
目
は
14
項
目
。
自
由
記

述
文

以
外

の
全

て
の

項
目

は
コ

ー
ド
化
さ

れ
、
入
力
者
に
よ
る
入
力
内
容
の

差
異

の
発
生

を
防
止
。

イ
行

政
機
関

に
お
け
る
活
用
：
NE
I
SS
に
登

録
さ

れ
た

情
報
は
、

CP
SC
の

他
、
様

々
な

政
府
関
係
機
関
で
も
活
用

。
ウ

情
報

の
公
開
と
民
間
に
お
け
る
情
報
の
活

用
：

NE
IS
Sに

登
録
さ
れ
た
情
報
を
活
用
し
た
研
究
は
年
間
20
0件

～
30
0件

。
(
2)
そ

の
他

の
シ

ス
テ
ム
：
「
死
亡
診
断
書
」
「
現
場
詳
細
調
査
」
「
ﾋﾔ
ﾘ・

ﾊｯ
ﾄ情

報
」
「
消
費
者
苦
情
ﾃﾞ
ｰﾀ
ﾍﾞ
ｰｽ
」

２
欧

州
連

合
(P

83
)

加
盟

国
の

医
療
機
関
か
ら
収
集
し
た
情
報
を
傷

害
デ

ー
タ
ベ
ー

ス
（

In
ju

ry
 
Da
t
ab

as
e：

I
DB
）
と
し
て
一
括
管
理
。

(
1)
情

報
の

収
集

：
年
間
約

30
万
件

の
情
報
が

ID
Bに

登
録
。

(
2)
欧

州
委

員
会

に
よ
る
情
報
の
分
析
と
公
表
：

ID
Bの

ﾃ
ﾞｰ
ﾀを

基
に

ﾘｽ
ｸ分

析
を
行

い
、
年

次
報
告
書

と
し
て
取
り
ま
と
め
。

(
3)
情

報
の

公
開

と
民
間
に
お
け
る
活
用
：
EU
加

盟
各

国
に
お

け
る
安

全
基

準
の

策
定
等
へ

の
活
用
。

３
小

括
(P

84
)

(
1)
日

本
と

欧
米

の
比
較

我
が

国
の
事

故
情
報
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
登

録
さ

れ
て

い
る
情
報

は
行

政
機

関
等
が
把

握
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
欧
米
で
は
、

医
療

機
関
か

ら
直
接
事
故
情
報
を
入
手

。
(
2)
入

力
事

項
の

コ
ー
ド
化
の
必
要
性

自
由
記

述
文

を
効
率
的
に
分
析
す
る
た
め

に
は

、
用

語
の
コ
ー

ド
化
や
入

力
担
当
者

に
対

す
る
訓
練
が
有
益
。

(
3)
海

外
と

の
事

故
に
関
す
る
情
報
の
共
有

海
外
と

事
故

に
関
す
る
情
報
共
有
が
容
易
に

図
れ
る

よ
う
英
語

等
の

多
言

語
に
よ
る

情
報
発
信
の
検
討
が
望
ま
し
い
。

Pa
ge

 9

179



第
５

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

提
言

－
１

１
事

故
情

報
デ

ー
タ

の
品

質
の

向
上

（
P8

7）

（
１

）
入

力
方

法
の

整
理

ア
入

力
項

目
の

検
討

Ø
事

故
情

報
デ

ー
タ
バ
ン
ク
の
目
的
、
利
用
者

の
ニ

ー
ズ

等
を

踏
ま

え
、
入

力
を
推
奨
す
る
項
目
を
明
確
化
。

イ
デ

ー
タ

分
析

技
術
を
利
用
し
た
入
力
項
目
の

補
完

Ø
デ
ー
タ
分
析
技
術
を
活
用
し
、
自
由
記
述
文
を
分
析
し
て
デ
ー
タ

を
補
完
す
る
仕
組
み
を
検
討
。

ウ
入
力
項
目
の
定
義
の
明
確
化

Ø
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
全

体
で

は
、

分
類

に
揺

ら
ぎ

が
み

ら
れ

る
た

め
、

入
力

項
目

の
定

義
や

分
類

方
法

を
明

確
化

。

Ø
将

来
の

課
題

と
し

て
、

自
由

記
述

文
の

用
語

の
コ

ー
ド

化
を

検
討

。

エ
入
力
項
目
の
精
査

Ø
事
故
の
対
策
の
検
討
や
未
然
防
止
等
に
資
す
る
よ
う
入
力
項
目
を

必
要
に
応
じ
、
見
直
し
・
更
新
。

Ø
入
力
割
合
が
高
い
項
目
に
つ
い
て
は
細
分
化
を
検
討
。

（
４

）
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
参

画
機

関
の

連
携

・
情

報
交

換

Ø
入

力
参

画
機

関
に

お
い

て
、

デ
ー

タ
品

質
向

上
の

目
的

、
重

要
性

を
共

有
し

、
具

体
的

な
方

策
の

検
討

に
際

し
連

携
・

情
報

交
換

を
行

う
こ

と
が

重
要

。

Ø
将

来
の

課
題

と
し

て
、

事
故

情
報

を
収

集
・

分
析

し
て

い
る

国
内

外
の

機
関

と
の

連
携

に
つ

い
て

検
討

。

（
２

）
デ

ー
タ

入
力

者
の

ス
キ

ル
の

向
上

と
入

力
フ

ォ
ー

マ
ッ

ト
の

技
術

的
支

援

Ø
入

力
者

の
ス

キ
ル
向
上
の
た
め
、
必
要
に
応
じ
研
修

。

Ø
入

力
フ

ォ
ー

マ
ッ
ト
の
技
術
的
な
支
援

（
プ
ル
ダ
ウ

ン
方

式
等
）

。

（
３

）
把

握
が

困
難

と
考

え
ら

れ
る

事
故

情
報

の
収

集

Ø
家

庭
に

お
け

る
子

ど
も

の
事

故
等

は
、

連
絡

さ
れ

に
く

い
こ

と
が

想
定

さ
れ

る
が

、
こ

う
し

た
把

握
が

困
難

と
考

え
ら

れ
る

事
故

情
報

に
つ

い
て

も
、

情
報

を
出

し
や

す
い

環
境

を
作

り
、

よ
り

一
層

収
集

。
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第
５

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

提
言

－
２

２
新

た
な

デ
ー

タ
分

析
の

活
用

（
P8

8）

（
１

）
新

た
な

デ
ー

タ
分

析
技

術
の

活
用

Ø
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

は
、

約
20

万
件

の
事

故
情

報
が

登
録

（
平

成
29

年
３

月
末

現
在

）
。

自
由

記
述

を
含

む
こ

れ
ら

の
情

報
を

限
ら

れ
た

人
員

で
網

羅
的

に
分

析
す

る
こ

と
は

困
難

。

Ø
言

語
解

析
技

術
等

の
デ

ー
タ

分
析

技
術

を
活

用
し

、
事

故
の

傾
向

把
握

、
分

析
対

象
と

す
べ

き
事

故
の

絞
込

み
等

へ
活

用
す

る
こ

と
は

、
よ

り
深

い
分

析
を

支
援

す
る

た
め

の
方

策
と

し
て

有
用

。

Ø
デ

ー
タ

分
析

技
術

に
よ

る
絞

込
み

等
を

行
っ

た
後

は
、

事
故

の
知

見
を

有
す

る
者

が
丁

寧
に

見
て

い
く

こ
と

が
必

要
。

（
２

）
SN

S上
の

事
故

情
報

の
分

析

Ø
SN

Sに
は

、
事

故
情

報
デ

ー
タ

バ
ン

ク
に

は
入

力
さ

れ
な

い
事

故
情

報
が

投
稿

さ
れ

て
い

る
場

合
あ

り
。

Ø
10

代
や

20
代

の
人

の
中

に
は

、
事

故
に

遭
っ

た
場

合
な

ど
に

SN
Sに

情
報

を
ア

ッ
プ

す
る

人
が

一
定

数
存

在
。

Ø
SN

S上
の

事
故

情
報

を
分

析
の

対
象

と
す

る
こ

と
も

一
定

程
度

有
効

。

（
３

）
消

費
者

安
全

専
門

調
査

会
に

お
け

る
分

析
結

果
の

検
討

Ø
消

費
者

安
全

専
門

調
査

会
の

専
門

委
員

に
よ

る
分

析
結

果
を

踏
ま

え
、

さ
ら

に
調

査
分

析
を

実
施

（
例

え
ば

、
こ

れ
ま

で
の

注
意

喚
起

や
関

連
製

品
の

調
査

・
対

策
の

有
無

、
今

後
の

事
故

の
広

が
り

の
可

能
性

の
検

討
等

）
。
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第
５

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

提
言

－
３

３
事

故
情

報
を

伝
達

す
る

新
た

な
仕

組
み

の
構

築
（

P9
0）

（
１

）
新

し
い

事
故

情
報

の
公

表

ア
事

故
を

分
か

り
や

す
く

表
現

す
る

方
策

Ø
事

故
の

特
性

に
着

目
し

た
公

表
が

重
要

。
Ø

事
故

の
特

性
に

着
目

し
た

注
意

喚
起

・
情

報
提

供
に

よ
り

、
消

費
者

自
身

に
よ

る
危

険
回

避
を

促
進

し
、

事
故

の
再

発
防

止
効

果
を

高
め

る
こ

と
を

期
待

。

イ
消

費
者

に
届

き
や

す
い

方
策

Ø
情

報
提

供
の

媒
体

：
事

故
情

報
の

入
手

先
と

し
て

、
「

テ
レ

ビ
の

ニ
ュ

ー
ス

」
が

多
数

。
事

故
情

報
の

公
表

を
行

う
際

は
、

こ
う

し
た

媒
体

に
取

り
上

げ
ら

れ
る

よ
う

配
慮

。

Ø
情

報
提

供
の

内
容

：
事

故
の

内
容

等
と

併
せ

て
、

事
故

の
予

防
策

・
対

応
策

も
含

め
る

と
消

費
者

に
と

っ
て

よ
り

有
用

。
行

政
機

関
等

の
注

意
喚

起
、

事
業

者
の

対
策

の
内

容
等

に
つ

い
て

も
事

故
情

報
と

結
び

付
け

て
情

報
提

供
。

Ø
情

報
提

供
の

ル
ー

ト
：

世
代

に
よ

っ
て

遭
遇

し
や

す
い

事
故

は
異

な
る

た
め

、
子

ど
も

で
あ

れ
ば

学
校

、
高

齢
者

で
あ

れ
ば

高
齢

者
が

立
ち

寄
る

場
な

ど
情

報
チ

ャ
ネ

ル
を

工
夫

し
て

情
報

発
信

。

Ø
継

続
的

な
情

報
提

供
：

事
故

の
中

に
は

特
定

の
時

期
に

繰
り

返
し

て
発

生
す

る
も

の
も

見
ら

れ
る

。
事

故
の

未
然

防
止

等
の

た
め

継
続

的
な

情
報

提
供

も
重

要
。

（
２

）
体

験
と

参
加

を
促

進
す

る
仕

組
み

Ø
消

費
者

が
事

故
を
疑
似
的
に
体
験
す
る
仕
組

み
（

消
費

者
事
故
の

体
験

型
テ

ー
マ
パ
ー

ク
等
）
や
、
自
ら
事
故
情
報
を
積
極

的
に
発

信
す
る

な
ど
消
費
者
が
関
わ
り
を
深

め
る

仕
組

み
（
く
ら

し
の

安
全

掲
示
板
と

安
全
情
報
マ
イ
ス
タ
ー
等
）
の
構
築

可
能
性

を
検

討
。
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第
５

事
故

情
報

の
更

な
る

活
用

に
向

け
た

提
言

－
４

４
事

故
に

対
し

て
講

じ
た

施
策

の
効

果
の

評
価

（
P9

1）

Ø
事

故
に

対
し

て
施

策
を

講
じ

た
場

合
、

そ
の

後
の

事
故

件
数

の
推

移
を

継
続

的
に

把
握

す
る

等
、

そ
の

効
果

を
検

証
し

、
必

要
に

応
じ

施
策

の
見

直
し

を
実

施
。

５
事

故
情

報
の

公
開

の
促

進
（

P9
1）

Ø
事

故
情

報
は

社
会

で
広

く
共

有
す

る
も

の
と

の
認

識
に

立
ち

、
可

能
な

範
囲

で
公

開
を

促
進

す
る

方
向

で
検

討
。

Ø
公

開
の

方
策

と
し

て
、

当
面

は
事

故
原

因
の

究
明

等
を

行
っ

て
い

る
研

究
機

関
等

に
対

し
て

、
公

開
す

る
内

容
を

限
定

し
て

公
開

。
あ

わ
せ

て
、

公
開

範
囲

の
拡

大
に

つ
い

て
検

討
す

る
等

、
段

階
的

に
公

開
を

行
う

こ
と

も
考

え
ら

れ
る

。

Ø
医

療
機

関
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

情
報

に
つ

い
て

、
よ

り
有

効
に

活
用

す
る

こ
と

が
可

能
と

な
る

よ
う

、
個

人
情

報
の

取
扱

い
等

に
十

分
留

意
し

た
上

で
、

研
究

目
的

等
に

応
じ

た
情

報
提

供
の

可
能

性
に

つ
い

て
検

討
。

Pa
ge

 1
3

183



消
費
者
委
員
会
消
費
者
契
約
法
専
門
調
査
会
報
告
書
（
平
成
2
9
年
報
告
書
）
の
概
要

1

1
2年

法
律
第
6
1号

）
に
つ
い
て
、

○
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
消
費
者
委
員
会
に
対
す
る
諮
問

（
平

成
2
6
年

８
月

）

○
消
費
者
契
約
法
専
門
調
査
会
の
審
議
経
過

・
平

成
2
7
年

1
2
月

「
消
費
者
契
約
法
専
門
調
査
会
報
告
書
」
（
平
成
2
7年

報
告
書
）

を
取

り
ま

と
め

・
平
成

28
年
１

月
一
次
答
申

・
平

成
2
8
年

９
月

消
費

者
契

約
法

専
門

調
査

会
の
審
議
を
再
開

⇒
第

2
5回

～
第

4
7回

ま
で
合
計

2
3回

の
審
議
を
実
施

平
成

2
7
年

報
告

書
に

お
い

て
「
今

後
の

検
討

課
題

」
と

さ
れ

た
論

点
の

う
ち

、
「
消

費
者

契
約

法
の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
案

」
に

対
す

る
附

帯
決

議
に

お
い

て
明

示
さ

れ
た

論
点

及
び

「
成

年
年

齢
引

下
げ

対
応

検
討

ワ
ー

キ
ン

グ
・
グ

ル
ー

プ
報

告
書

」
等

の
内

容
を

踏
ま

え
て

、
優

先
的

に
検

討
す

べ
き

と
さ

れ
た

論
点

を
検

討
。

⇒
第

3
6
,3
7
回
で
は
事
業
者

団
体
よ
り

事
業
活
動
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
も
実

施
・
平
成

29
年
８

月
「
消
費
者

契
約
法
専
門
調
査
会
報
告
書
」
（
平
成
29
年
報
告
書
）
を

取
り

ま
と

め

第
１

見
直

し
の

検
討

を
行

う
際

の
視

点
•

法
施
行
後
の
社
会
経
済
状
況
の
変
化
、
公
正
な
市
場
ル
ー
ル
の
確
立
に
よ
っ
て
消
費
者
被
害
及
び
円
滑
な
事
業
活
動
の
確
保
の
両
立
を
図
る
こ
と
等
を
踏
ま

え
、
調
査
・
審
議
。

•
高
齢
者
の
み
な
ら
ず
若
年
者
を
含
め
た
幅
広
い
年
代
に
お
い
て
消
費
者
被
害
は
依
然
生
じ
て
お
り
、
消
費
者
被
害
に
対
処
す
る
た
め
の
法
整
備
を
行
い
、
そ

の
実
効
性
を
確
保
。

•
広
範
な
業
種
・
業
態
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
事
業
者
の
予
測
可
能
性
を
担
保
す
る
と
と
も
に
、
事
業
活
動
が
円
滑
に
進
む
よ
う
に
留
意
。

•
民
法
と
の
関
係
で
の
特
別
法
、
個
別
の
業
法
と
の
関
係
で
の
一
般
法
に
当
た
る
位
置
付
け
を
踏
ま
え
、
消
費
者
契
約
法
の
適
切
な
在
り
方
を
考
え
る
。

○
本
報
告
書
の
内
容

平
成

2
9
年

８
月

消
費

者
委

員
会

事
務

局 資料２－３－１
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2

１
不
利
益
事
実
の
不
告
知

（
法
第
４
条
第
２
項
）

○
不

利
益

事
実

の
不

告
知

の
主

観
的

要
件

に
「
重

大
な

過
失

」
を

追
加

す
る

。
（
故

意
の

立
証

の
困

難
に

起
因

す
る

問
題

に
対

処
す

る
た

め
）

２
合
理
的
な
判
断
を
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
事
情
を
利
用
し
て
契
約
を
締
結

さ
せ
る
類
型

（
法
第
４
条
第
３
項
）

３
心
理
的
負
担
を
抱
か
せ
る
言
動
等

に
よ
る
困
惑
類
型
の
追
加

（
法
第
４
条
第
３
項
）

以
下

の
行

為
類

型
を

消
費

者
が

困
惑

し
て

意
思

表
示

を
し

た
と

き
の

取
消

権
と

し
て

追
加

す
る

①
「
消

費
者

の
不

安
を

煽
る

告
知

」
(想

定
事

例
)就

職
に

不
安

を
抱

い
て

い
る

学
生

に
対

し
て

「
あ

な
た

は
一

生
成

功
し

な
い

」
な

ど
と

根
拠

な
く

告
げ

て
不

安
を

煽
り

、
有

料
セ

ミ
ナ

ー
の

受
講

を
契

約
さ

せ
る

②
「
勧

誘
目

的
で

新
た

に
構

築
し

た
関

係
の

濫
用

」
（
想

定
事

例
）
い

わ
ゆ

る
デ

ー
ト
商

法
な

ど

以
下

の
行

為
類

型
を

消
費

者
が

困
惑

し
て

意
思

表
示

を
し

た
と

き
の

取
消

権
と

し
て

追
加

す
る

①
消

費
者

が
意

思
表

示
を

す
る

前
に

、
事

業
者

が
履

行
に

相
当

す
る

行
為

を
実

施
し

、
契

約
を

強
引

に
求

め
る

こ
と

。
（
想

定
事

例
）
ガ

ソ
リ
ン

を
入

れ
よ

う
と

ガ
ソ

リ
ン

ス
タ

ン
ド

に
立

ち
寄

る
と

頼
み

も
し

な
い

の
に

ワ
イ

パ
ー

を
交

換
さ

れ
た

上
で

代
金

を
請

求
さ

れ
た

。
②

事
業

者
が

消
費

者
に

契
約

の
締

結
を

目
的

と
す

る
行

為
を

実
施

し
、

当
該

消
費

者
が

契
約

締
結

の
意

思
表

示
を

し
な

い
こ

と
に

よ
っ

て
損

失
が

生
じ

る
こ

と
を

正
当

な
理

由
が

な
い

の
に

強
調

し
て

告
げ

る
こ

と
。

５
不
当
条
項
の
類
型
の
追
加

４
「
平
均
的
な
損
害
の
額
」
の
立
証
に

関
す
る
規
律
の
在
り
方

（
法
第
9
条
第
１
号
）

○
「
平

均
的

な
損

害
の

額
」
に

関
し

、
消

費
者

が
「
事

業
の

内
容

が
類

似
す

る
同

種
の

事
業

者
に

生
ず

べ
き

平
均

的
な

損
害

の
額

」
を

立
証

し
た

場
合

に
は

、
「
当

該
事

業
者

に
生

ず
べ

き
平

均
的

な
損

害
の

額
」
と

推
定

さ
れ

る
旨

の
規

定
を

設
け

る

①
消

費
者

が
後

見
開

始
、

保
佐

開
始

又
は

補
助

開
始

の
審

判
を

受
け

た
こ

と
の

み
を

理
由

と
し

て
事

業
者

に
解

除
権

を
付

与
す

る
条

項
を

無
効

と
す

る
規

定
を

設
け

る
②

法
８

条
（
事

業
者

の
損

害
賠

償
の

責
任

を
免

除
す

る
条

項
の

無
効

）
及

び
法

８
条

の
２

（
消

費
者

の
解

除
権

を
放

棄
さ

せ
る

条
項

の
無

効
）
の

潜
脱

を
可

能
と

す
る

よ
う

な
事

業
者

の
決

定
権

限
付

与
条

項
を

無
効

と
す

る
旨

の
規

定
を

設
け

る
。

以
下

に
つ

い
て

は
、

逐
条

解
説

に
記

載
す

る
な

ど
に

よ
り

、
よ

り
適

正
な

条
項

作
成

が
行

わ
れ

る
こ

と
を

促
す

こ
と

が
相

当
と

さ
れ

た
③

「
サ

ル
ベ

ー
ジ

条
項

」
を

使
用

せ
ず

に
具

体
的

な
条

項
を

作
成

す
る

よ
う

努
め

る
べ

き
旨

を
法

第
３

条
第

１
項

（
努

力
義

務
）
の

逐
条

解
説

に
記

載
す

る
④

「
事

業
者

の
軽

過
失

に
よ

り
消

費
者

の
生

命
又

は
身

体
に

生
じ

た
損

害
を

賠
償

す
る

責
任

の
一

部
を

免
除

す
る

条
項

」
は

、
裁

判
例

に
照

ら
す

と
、

法
第

1
0
条

に
よ

り
無

効
と

な
り

得
る

と
さ

れ
て

い
る

旨
を

法
第

1
0
条

の
逐

条
解

説
に

記
載

す
る
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3

１
「
勧
誘
」
要
件
の
在
り
方

○
事

業
者

に
よ

る
働

き
か

け
が

不
特

定
多

数
の

消
費

者
に

向
け

ら
れ

た
も

の
で

あ
っ

た
と

し
て

も
、

そ
の

こ
と

か
ら

直
ち

に
そ

の
働

き
か

け
が

「
勧

誘
」
に

当
た

ら
な

い
と

い
う

こ
と

は
で

き
な

い
旨

を
判

示
し

た
最

高
裁

判
決

が
出

さ
れ

た
こ

と
を

踏
ま

え
、

今
後

の
課

題
と

し
て

、
必

要
に

応
じ

検
討

２
約
款
の
事
前
開
示

○
契

約
条

項
に

つ
い

て
は

、
消

費
者

が
消

費
者

契
約

の
締

結
に

先
立

ち
容

易
に

知
る

こ
と

が
で

き
る

状
態

に
置

く
こ

と
に

つ
い

て
事

業
者

の
抽

象
的

な
努

力
義

務
と

し
て

求
め

ら
れ

る
こ

と
自

体
に

つ
い

て
は

、
一

定
の

コ
ン

セ
ン

サ
ス

が
あ

っ
た

も
の

の
、

開
示

の
方

法
や

態
様

を
巡

り
意

見
が

分
か

れ
た

こ
と

か
ら

、
消

費
者

に
対

す
る

契
約

条
項

の
開

示
の

実
態

を
更

に
把

握
す

る
こ

と
な

ど
を

経
た

上
で

、
今

後
の

課
題

と
し

て
、

必
要

に
応

じ
検

討

以
下

の
事

項
に

つ
い

て
は

、
重

要
な

課
題

と
し

て
今

後
も

検
討

を
進

め
て

い
く
こ

と
が

適
当

、
ま

た
は

、
必

要
に

応
じ

て
検

討
を

進
め

て
い

く
こ

と
が

適
当

と
さ

れ
た

●
不

利
益

事
実

の
不

告
知

に
お

け
る

先
行

行
為

要
件

の
削

除
や

緩
和

等
、

●
判

断
力

の
不

足
等

を
不

当
に

利
用

し
た

不
必

要
な

契
約

の
締

結
に

関
す

る
取

消
権

、
●

電
話

勧
誘

に
限

ら
な

い
執

拗
な

勧
誘

行
為

、
●

平
均

的
な

損
害

の
額

に
係

る
事

業
者

に
よ

る
根

拠
資

料
の

提
出

、
●

解
釈

権
限

付
与

条
項

・
決

定
権

限
付

与
条

項
に

関
す

る
規

律
の

在
り

方
、

●
サ

ル
ベ

ー
ジ

条
項

の
規

律
の

在
り

方
、

●
不

当
条

項
の

規
律

の
在

り
方

全
体

、
●

条
項

使
用

者
不

利
の

原
則

の
解

釈
準

則
と

し
て

の
明

文
化

、
●

「
消

費
者

の
需

要
及

び
資

力
に

適
し

た
商

品
及

び
役

務
の

提
供

」
へ

の
配

慮
に

努
め

る
義

務
●

平
成

2
7
年

報
告

書
に

て
「
今

後
の

検
討

課
題

」
と

さ
れ

た
う
ち

の
そ

の
他

の
論

点
（
「
消

費
者

」
概

念
の

在
り

方
、

断
定

的
判

断
の

提
供

、
「
第

三
者

」
に

よ
る

不
当

勧
誘

、
法

定
追

認
の

特
則

な
ど

）

•
本

報
告

書
お

い
て

、
措

置
す

べ
き

内
容

を
含

む
と

さ
れ

た
論

点
に

つ
い

て
は

、
消

費
者

と
事

業
者

か
ら

幅
広

く
意

見
を

聞
く
機

会
を

設
け

る
と

と
も

に
、

政
府

内
に

お
け

る
法

制
的

な
見

地
か

ら
更

な
る

検
討

を
行

い
、

そ
の

実
現

に
向

け
て

必
要

な
措

置
を

採
る

こ
と

が
求

め
ら

れ
る

。
•

法
改

正
が

求
め

ら
れ

る
事

項
に

つ
い

て
、

改
正

法
案

が
成

立
し

た
際

は
、

本
専

門
調

査
会

に
お

け
る

審
議

状
況

を
踏

ま
え

、
解

釈
や

問
題

事
例

等
に

つ
い

て
逐

条
解

説
等

に
お

い
て

明
確

化
を

図
る

こ
と

も
必

要
で

あ
る

。

そ
の

他
の

今
後

の
検

討
課

題

７
消
費
者
に
対
す
る
配
慮
に
努
め
る

義
務

（
法
第
３
条
第
１
項
）

○
当

該
消

費
者

契
約

の
目

的
と

な
る

も
の

の
性

質
に

応
じ

、
当

該
消

費
者

契
約

の
目

的
と

な
る

も
の

に
つ

い
て

の
知

識
及

び
経

験
に

つ
い

て
も

考
慮

し
た

上
で

、
消

費
者

の
権

利
義

務
そ

の
他

の
消

費
者

契
約

の
内

容
に

つ
い

て
の

必
要

な
情

報
を

提
供

す
る

よ
う

努
め

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

旨
を

明
ら

か
に

す
る

６
条
項
使
用
者
不
利
の
原
則

（
法
第
３
条
第
１
項
）

○
事

業
者

は
、

消
費

者
契

約
の

条
項

を
定

め
る

に
当

た
っ

て
は

、
条

項
の

解
釈

に
つ

い
て

疑
義

が
生

ず
る

こ
と

の
な

い
よ

う
配

慮
す

る
よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
旨

を
明

ら
か

に
す

る

第
２

措
置

す
べ

き
内

容
を

含
む

論
点

（
続

）
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食
品
表
示
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
案

新
旧
対
照
条
文

〇
食
品
表
示
基
準
（
平
成
二
十
七
年
内
閣
府
令
第
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
二
章

加
工
食
品

第
二
章

加
工
食
品

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
一
款

一
般
用
加
工
食
品

第
一
款

一
般
用
加
工
食
品

（
横
断
的
義
務
表
示
）

（
横
断
的
義
務
表
示
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
関
連
事
業
者
が
一
般
用
加
工
食
品
の
う
ち
次

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
食
品
関
連
事
業
者
が
一
般
用
加
工
食
品
の
う
ち
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
販
売
す
る
際
（
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
場
合
を

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
販
売
す
る
際
（
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
場
合
を

除
く
。
）
に
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
表
示

除
く
。
）
に
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
表
示

の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

輸
入
品

原
料
原

１

対
象
原
材
料
（
使
用
し
た
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が

別
表
第

原
料
原

１

別
表
第
十
五
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

22

以
外
の

産
地
名

最
も
高
い
原
材
料
（
酒
税
の
保
全
及
び
酒
類
業
組
合
等
に
関
す

十
五
に

産
地
名

、
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い
生

加
工
食

る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
七
号
）
第
八
十
六
条
の
六
第

掲
げ
る

鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ

品

一
項
の
規
定
に
基
づ
く
酒
類
の
表
示
の
基
準
に
お
い
て
原
産
地

加
工
食

る
も
の
の
原
産
地
を
、
原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め

を
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
原
材
料
及
び
米
穀
等
の
取
引

品
（
輸

る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

資料２－３－２
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等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律

入
品
を

（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定

除
く
。

す
る
指
定
米
穀
等
（
米
穀
及
び
別
表
第
十
五
の
１
の

に
掲
げ

以
下
「

(6)

る
も
ち
を
除
く
。
）
の
原
材
料
で
あ
る
米
穀
を
除
く
。
）
を
い

対
象
加

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
原
産
地
を
、
原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て

工
食
品

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

」
と
い

一

対
象
原
材
料
が
生
鮮
食
品
で
あ
る
も
の
（
別
表
第
十
五
の

う
。
）

（
新
設
）

２
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

イ

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ

一

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ

っ
て
は
原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
国
産
品
に
あ

て
は
原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
国
産
品
に
あ
っ
て

っ
て
は
、
国
産
で
あ
る
旨
の
表
示
に
代
え
て
次
に
掲
げ
る

は
、
国
産
で
あ
る
旨
の
表
示
に
代
え
て
次
に
掲
げ
る
地
名
を

地
名
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

農
産
物
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に

イ

農
産
物
に
あ
っ
て
は
、
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に
知

(ｲ)
知
ら
れ
て
い
る
地
名

ら
れ
て
い
る
地
名

畜
産
物
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
飼
養
地
（
最
も
飼
養

ロ

畜
産
物
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
飼
養
地
（
最
も
飼
養
期

(ﾛ)
期
間
が
長
い
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
属
す
る

間
が
長
い
場
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
属
す
る
都
道

都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名

府
県
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名

水
産
物
に
あ
っ
て
は
、
生
産
（
採
取
及
び
採
捕
を
含

ハ

水
産
物
に
あ
っ
て
は
、
生
産
（
採
取
及
び
採
捕
を
含
む

(ﾊ)
む
。
以
下
同
じ
。
）
し
た
水
域
の
名
称
（
以
下
「
水
域

。
以
下
同
じ
。
）
し
た
水
域
の
名
称
（
以
下
「
水
域
名
」

名
」
と
い
う
。
）
、
水
揚
げ
し
た
港
名
、
水
揚
げ
し
た

と
い
う
。
）
、
水
揚
げ
し
た
港
名
、
水
揚
げ
し
た
港
又
は

港
又
は
主
た
る
養
殖
場
（
最
も
養
殖
期
間
の
長
い
場
所

主
た
る
養
殖
場
（
最
も
養
殖
期
間
の
長
い
場
所
を
い
う
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
属
す
る
都
道
府
県
名
そ
の

以
下
同
じ
。
）
が
属
す
る
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に
知
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他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名

ら
れ
て
い
る
地
名

ロ

輸
入
さ
れ
た
水
産
物
に
あ
っ
て
は
、
原
産
国
名
に
水
域

二

輸
入
さ
れ
た
水
産
物
に
あ
っ
て
は
、
原
産
国
名
に
水
域
名

名
を
併
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
併
記
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

対
象
原
材
料
が
加
工
食
品
で
あ
る
も
の
（
別
表
第
十
五
の

（
新
設
）

２
か
ら
５
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、

次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

イ

国
産
品
に
あ
っ
て
は
、
国
内
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨

を
「
国
内
製
造
」
と
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
外
国
に
お
い

て
製
造
さ
れ
た
旨
を
「
○
○
製
造
」
と
表
示
す
る
（
○
○

は
、
原
産
国
名
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
国
産
品
に
あ
っ

て
は
、
「
国
内
製
造
」
の
表
示
に
代
え
て
、
「
○
○
製
造

」
と
表
示
す
る
（
○
○
は
、
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
地
名
と
す
る
。
）
こ
と
が
で
き
る
。

ロ

イ
の
規
定
に
よ
る
原
産
地
の
表
示
に
代
え
て
、
当
該
対

象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い
生
鮮
食
品

の
名
称
と
共
に
そ
の
原
産
地
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
ハ

別
表
第
十
五
の
１
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
イ
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量

の
割
合
が
最
も
高
い
生
鮮
食
品
の
名
称
と
共
に
そ
の
原
産

地
を
表
示
す
る
。

三

一
及
び
二
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産

三

一
に
定
め
る
原
産
地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原
材
料
に
占
め

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
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る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
す
る
。

ら
順
に
表
示
す
る
。

四

一
及
び
二
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産

四

一
に
定
め
る
原
産
地
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

地
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原
材
料
に
占
め

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か

る
重
量
の
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
二
以
上
表
示
し
、
そ

ら
順
に
二
以
上
表
示
し
、
そ
の
他
の
原
産
地
を
「
そ
の
他
」

の
他
の
原
産
地
を
「
そ
の
他
」
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

。
五

別
表
第
十
五
の
１
に
掲
げ
る
も
の
の
対
象
原
材
料
及
び
２

（
新
設
）

か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
り
原
産
地
を
表
示
す
る
原
材
料
以

外
の
対
象
原
材
料
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し

、
か
つ
、
三
及
び
四
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
困
難

な
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

イ

対
象
原
材
料
と
し
て
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
を
使
用

し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の

順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
に

掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
原
産
地
を

、
過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
又
は
将
来
の
一

定
期
間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
お
け
る
対
象
原
材
料
に
占

め
る
重
量
の
割
合
（
以
下
「
一
定
期
間
使
用
割
合
」
と
い

う
。
）
の
高
い
原
産
地
か
ら
順
に
、
「
又
は
」
の
文
字
を

用
い
て
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
に
基
づ
き
原

(ｲ)
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産
地
を
表
示
し
た
場
合
に
は
そ
の
旨
、
将
来
の
一
定
期

間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
基
づ
き
原
産
地
を
表
示
し
た

場
合
に
は
そ
の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
使

用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
旨
を
、
容
器

包
装
の
原
料
原
産
地
名
に
近
接
し
た
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
。

一
定
期
間
使
用
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

(ﾛ)
対
象
原
材
料
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
の

表
示
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
一
定
期
間
使
用
割

合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と

。
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
い
て
、
対
象
原
材

(ﾊ)
料
と
し
て
使
用
す
る
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
の
当
該

対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動
が

あ
る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
一
定
期
間
使
用
割
合
の
順
を

示
す
資
料
を
保
管
す
る
こ
と
。

ロ

対
象
原
材
料
と
し
て
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
の
も
の

を
使
用
し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の

割
合
の
順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て

、
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
け
る
当
該
原
産
地
の

当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動

を
示
す
資
料
を
保
管
し
て
い
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
原
産
国
名
の
表
示
に
代
え
て
、
輸
入
品
で
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あ
る
旨
を
、
対
象
原
材
料
が
生
鮮
食
品
で
あ
る
場
合
に
は

「
輸
入
」
等
と
、
対
象
原
材
料
が
加
工
食
品
で
あ
る
場
合

に
は
「
外
国
製
造
」
等
と
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ

対
象
原
材
料
と
し
て
国
産
品
及
び
三
以
上
の
外
国
が
原

産
地
の
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、
当
該
対
象
原
材
料
に
占

め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
が
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
場

合
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
に
該
当
す
る
場

合
に
は
、
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
さ
れ
る
可
能

性
が
あ
る
原
産
地
と
し
て
、
対
象
原
材
料
が
生
鮮
食
品
で

あ
る
場
合
に
は
国
産
で
あ
る
旨
及
び
輸
入
品
で
あ
る
旨
を

「
国
産
又
は
輸
入
」
等
と
、
対
象
原
材
料
が
加
工
食
品
で

あ
る
場
合
に
は
国
内
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
及
び
外
国

に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
を
「
国
内
製
造
又
は
外
国
製
造

」
等
と
、
一
定
期
間
使
用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表

示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
使
用
実
績
に
基
づ
き
原

(ｲ)
産
地
を
表
示
し
た
場
合
に
は
そ
の
旨
、
将
来
の
一
定
期

間
に
お
け
る
使
用
計
画
に
基
づ
き
原
産
地
を
表
示
し
た

場
合
に
は
そ
の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
一
定
期
間
使

用
割
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
旨
を
、
容
器

包
装
の
原
料
原
産
地
名
に
近
接
し
た
箇
所
に
表
示
す
る

こ
と
。

一
定
期
間
使
用
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る

(ﾛ)
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対
象
原
材
料
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
当
該
原
産
地
の

表
示
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
一
定
期
間
使
用
割

合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
で
あ
る
旨
を
表
示
す
る
こ
と

。
過
去
又
は
将
来
の
一
定
期
間
に
お
い
て
、
対
象
原
材

(ﾊ)
料
と
し
て
使
用
す
る
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
の
も
の

の
当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の

変
動
が
あ
る
こ
と
、
三
以
上
の
外
国
が
原
産
地
で
あ
る

対
象
原
材
料
と
国
産
品
で
あ
る
対
象
原
材
料
の
当
該
対

象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
の
変
動
が
あ

る
こ
と
及
び
こ
れ
ら
の
一
定
期
間
使
用
割
合
の
順
を
示

す
資
料
を
保
管
す
る
こ
と
。

六

別
表
第
十
五
の
１
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
対
象
原

五

原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い

材
料
と
し
て
二
以
上
の
原
産
地
の
も
の
を
使
用
し
、
か
つ
、

生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

当
該
対
象
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
が
変
動
す

で
あ
る
も
の
の
性
質
等
に
よ
り
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に

る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

は
、
お
お
む
ね
特
定
さ
れ
た
原
産
地
を
一
か
ら
四
ま
で
の
規

使
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
原
産
地
を
、
一
定
期
間
使
用
割

定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
そ

合
の
高
い
原
産
地
か
ら
順
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
旨
が
認
識
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な

の
場
合
に
お
い
て
、
一
定
期
間
に
お
い
て
使
用
し
た
割
合
の

ら
な
い
。

高
い
も
の
か
ら
順
に
表
示
し
た
こ
と
が
認
識
で
き
る
よ
う
、

必
要
な
表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

別
表
第
十
五
の
２
に
掲
げ
る
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
、
原

２

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
、
原

23

材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す

材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
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る
。

る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

３

別
表
第
十
五
の
３
に
掲
げ
る
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
、

３

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
、

24

原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示

原
材
料
名
に
対
応
さ
せ
て
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示

す
る
。

す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

４

別
表
第
十
五
の
４
に
掲
げ
る
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
、

４

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
、

25

う
な
ぎ
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
原
産
地
に
つ
い
て
、

う
な
ぎ
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
原
産
地
に
つ
い
て
、

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は

原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

５

別
表
第
十
五
の
５
に
掲
げ
る
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は

５

別
表
第
十
五
の

に
掲
げ
る
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は

26

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
。

一

か
つ
お
の
ふ
し
の
文
字
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
ふ
し
の

一

か
つ
お
の
ふ
し
の
文
字
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
ふ
し
の

原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
内
に
お
い
て
製

原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を

造
さ
れ
た
旨
を
「
国
内
製
造
」
と
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
外

、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を
表
示
す
る
。
た
だ
し
、

国
に
お
い
て
製
造
さ
れ
た
旨
を
「
○
○
製
造
」
と
表
示
す
る

国
産
品
に
あ
っ
て
は
、
国
産
で
あ
る
旨
に
代
え
て
都
道
府
県

（
○
○
は
、
原
産
国
名
と
す
る
。
）
。
た
だ
し
、
国
産
品
に

名
、
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名
を
表
示

あ
っ
て
は
、
「
国
内
製
造
」
の
表
示
に
代
え
て
、
「
○
○
製

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

造
」
と
表
示
す
る
（
○
○
は
、
都
道
府
県
名
そ
の
他
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
地
名
と
す
る
。
）
こ
と
が
で
き
る
。

二

（
略
）
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６

別
表
第
十
五
の
６
に
掲
げ
る
お
に
ぎ
り
（
米
飯
類
を
巻
く
目

（
新
設
）

的
で
の
り
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
あ
っ
て
は
、
の
り
の
名
称
の
次
に
括
弧
を
付
し
て
、
当
該
の

り
の
原
料
と
な
る
原
そ
う
の
原
産
地
に
つ
い
て
、
国
産
品
に
あ

っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
を
、
輸
入
品
に
あ
っ
て
は
原
産
国
名
を

表
示
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一

国
産
品
に
あ
っ
て
は
、
国
産
で
あ
る
旨
に
代
え
て
水
域
名

、
水
揚
げ
し
た
港
名
又
は
水
揚
げ
し
た
港
若
し
く
は
主
た
る

養
殖
場
が
属
す
る
都
道
府
県
名
、
市
町
村
名
そ
の
他
一
般
に

知
ら
れ
て
い
る
地
名
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

輸
入
品
に
あ
っ
て
は
、
原
産
国
名
に
水
域
名
を
併
記
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

７

１
か
ら
６
ま
で
の
規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原

６

別
表
第
十
五
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
あ
っ
て
は

22

産
地
以
外
の
原
材
料
の
原
産
地
を
、
１
の
規
定
に
よ
り
表
示
す

１
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
材
料

る
こ
と
が
で
き
る
。

の
原
産
地
以
外
の
原
材
料
の
原
産
地
を
、
そ
れ
以
外
の
加
工
食

品
に
あ
っ
て
は
原
材
料
の
原
産
地
を
、
１
の
規
定
に
よ
り
表
示

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）
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第
二
款

業
務
用
加
工
食
品

第
二
款

業
務
用
加
工
食
品

（
義
務
表
示
）

（
義
務
表
示
）

第
十
条

食
品
関
連
事
業
者
が
業
務
用
加
工
食
品
を
販
売
す
る
際
（
容
器
包
装
に
入
れ

第
十
条

食
品
関
連
事
業
者
が
業
務
用
加
工
食
品
を
販
売
す
る
際
（
容
器
包
装
に
入
れ

な
い
で
、
か
つ
、
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
の
用
に
供
す
る

な
い
で
、
か
つ
、
設
備
を
設
け
て
飲
食
さ
せ
る
施
設
に
お
け
る
飲
食
の
用
に
供
す
る

場
合
、
食
品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た
場
所
に
お
け
る
販
売
の
用
に
供
す
る

場
合
、
食
品
を
製
造
し
、
若
し
く
は
加
工
し
た
場
所
に
お
け
る
販
売
の
用
に
供
す
る

場
合
又
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
対
す
る
譲
渡
（
販
売
を
除
く
。
）
の
用
に

場
合
又
は
不
特
定
若
し
く
は
多
数
の
者
に
対
す
る
譲
渡
（
販
売
を
除
く
。
）
の
用
に

供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三

供
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三

条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

条
及
び
第
四
条
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
従
い
表
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

原
料
原
産
地
名
（
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
の
原

十
一

原
料
原
産
地
名
（
対
象
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
で
あ
っ

材
料
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入

て
、
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

品
以
外
の
加
工
食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
も

高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
（

の
（
同
項
下
欄
の
１
の
二
の
ロ
の
規
定
に
よ
り
当
該
一
般
用
加
工
食
品
の
対
象
原

農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農

材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も
高
い
生
鮮
食
品
の
原
産
地
を
表
示
す
る
こ
と

産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（
内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

を
売
買
の
当
事
者
で
あ
る
食
品
関
連
事
業
者
間
で
合
意
し
た
場
合
（
次
号
及
び
第

て
は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占

二
十
四
条
に
お
い
て
「
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は

め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
原
材
料

、
当
該
生
鮮
食
品
。
）
と
な
る
も
の
の
原
産
地
に
限
る
。
）

及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、

か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も

の
、
う
な
ぎ
加
工
品
に
あ
っ
て
は
う
な
ぎ
、
か
つ
お
削
り
ぶ
し
に
あ
っ
て
は
か
つ

お
の
ふ
し
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

十
二

原
産
国
名
（
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加
工
食
品
で
あ
っ
て

十
二

原
産
国
名
（
輸
入
後
に
そ
の
性
質
に
変
更
を
加
え
る
業
務
用
加
工
食
品
を
除

、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入
品
以
外
の
加
工

く
。
）

196



- 11 -

食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
原
材
料
と
な
る
も

の
（
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
を
除
く
。
）
及
び
輸
入
後
に
そ
の
性
質
に
変
更

を
加
え
な
い
輸
入
品
の
原
産
国
名
に
限
る
。
）

十
三
～
三
十

（
略
）

十
三
～
三
十

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
表
示
事
項
は
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

当
該
各
号
に
定
め
る
表
示
の
方
法
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

原
料
原
産
地
名

原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
（
一
定
期
間
使
用
割
合
を
含

三

別
表
第
十
五
の
１
か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
加

22

む
。
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
合
が
高
い
原
産
地
の
順
が
分
か
る
よ
う
に
表
示
す

工
食
品
で
あ
っ
て
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

る
。

高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の
と

な
る
原
材
料
の
原
産
地
並
び
に
輸
入
品
以
外
の
農
産
物
漬
物
（
容
器
包
装
の
表
示

可
能
面
積
が
お
お
む
ね
三
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

）
の
原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農
産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（

内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の

及
び
輸
入
品
以
外
の
野
菜
冷
凍
食
品
（
容
器
包
装
の
表
示
可
能
面
積
が
お
お
む
ね

三
十
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
以
下
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
の
原
材
料
の
重
量

に
占
め
る
割
合
が
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
の
重

量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
と
な
る
も
の
の
原
料
原
産
地

原
材
料
の
重
量
に
占
め
る
割
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
割
合
が
高
い
原
産
地
の
順
が

分
か
る
よ
う
に
表
示
す
る
。

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

４

（
略
）

４

（
略
）
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第
三
章

生
鮮
食
品

第
三
章

生
鮮
食
品

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
一
節

食
品
関
連
事
業
者
に
係
る
基
準

第
二
款

業
務
用
生
鮮
食
品

第
二
款

業
務
用
生
鮮
食
品

（
義
務
表
示
）

（
義
務
表
示
）

第
二
十
四
条

（
略
）

第
二
十
四
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
農
産
物
又
は
水
産
物
の
原
産
地
に
つ
い
て
は
、
国

（
新
設
）

産
品
に
あ
っ
て
は
国
産
で
あ
る
旨
の
表
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
表
示
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
原
産
地
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
業
務
用
生
鮮
食
品
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
高
い
原
産
地
の
順
が
分
か
る
よ
う

に
表
示
す
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
用
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
生
鮮

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
対
象
加
工
食
品
の
用
に
供
す
る
業
務
用
生
鮮
食
品

食
品
で
あ
っ
て
、
当
該
一
般
用
加
工
食
品
に
お
い
て
第
三
条
第
二
項
の
表
の
輸
入
品

で
あ
っ
て
、
当
該
対
象
加
工
食
品
の
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が

以
外
の
加
工
食
品
の
項
の
規
定
に
よ
る
原
料
原
産
地
の
表
示
の
義
務
が
あ
る
原
材
料

最
も
高
い
生
鮮
食
品
で
、
か
つ
、
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
も
の

と
な
る
も
の
（
当
事
者
間
で
合
意
し
た
場
合
を
含
む
。
）
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は

（
農
産
物
漬
物
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
農

、
原
産
地
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

産
物
又
は
水
産
物
の
上
位
四
位
（
内
容
重
量
が
三
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て

は
、
上
位
三
位
）
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原
材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る

割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
野
菜
冷
凍
食
品
に
あ
っ
て
は
原
材
料
及
び
添

加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
の
高
い
野
菜
の
上
位
三
位
ま
で
の
も
の
で
、
か
つ
、
原

材
料
及
び
添
加
物
の
重
量
に
占
め
る
割
合
が
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
も
の
、
う
な
ぎ

加
工
品
に
あ
っ
て
は
う
な
ぎ
）
以
外
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
原
産
地
の
表
示
を
省
略

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別
表
第
十
五
（
第
三
条
、
第
十
条
関
係
）

別
表
第
十
五
（
第
三
条
、
第
十
条
関
係
）

１

次
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
、
原
材
料
及
び
添
加
物
に
占
め
る
重
量
の
割
合
が
最
も

（
新
設
）

高
い
生
鮮
食
品
（

の
緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料
に
あ
っ
て
は
荒
茶
の
原
材
料
、

の
も

(5)

(6)

ち
に
あ
っ
て
は
米
穀
、

の
黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品
に
あ
っ
て
は
黒
糖
の
原
材
料
、

(8)

の
こ
ん
に
ゃ
く
に
あ
っ
て
は
こ
ん
に
ゃ
く
い
も
（
こ
ん
に
ゃ
く
の
原
材
料
で
あ
る

(9)こ
ん
に
ゃ
く
粉
の
原
材
料
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
ん
に
ゃ
く
い
も
を
含
む
。
）
、
(18)

の
こ
ん
ぶ
巻
に
あ
っ
て
は
こ
ん
ぶ
に
限
る
。
）
の
当
該
割
合
が
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
も
の

乾
燥
き
の
こ
類
、
乾
燥
野
菜
及
び
乾
燥
果
実
（
フ
レ
ー
ク
状
又
は
粉
末
状
に
し

１

乾
燥
き
の
こ
類
、
乾
燥
野
菜
及
び
乾
燥
果
実
（
フ
レ
ー
ク
状
又
は
粉
末
状
に
し
た

(1)
た
も
の
を
除
く
。
）

も
の
を
除
く
。
）

塩
蔵
し
た
き
の
こ
類
、
塩
蔵
野
菜
及
び
塩
蔵
果
実
（
農
産
物
漬
物
を
除
く
。
）

２

塩
蔵
し
た
き
の
こ
類
、
塩
蔵
野
菜
及
び
塩
蔵
果
実
（
農
産
物
漬
物
を
除
く
。
）

(2)

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
き
の
こ
類
、
野
菜
及
び
豆
類
並
び
に
あ
ん
（
缶
詰
、
瓶
詰

３

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
き
の
こ
類
、
野
菜
及
び
豆
類
並
び
に
あ
ん
（
缶
詰
、
瓶
詰
及

(3)
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
野
菜
、
異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
果
実
そ
の
他
野
菜
、
果

４

異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
野
菜
、
異
種
混
合
し
た
カ
ッ
ト
果
実
そ
の
他
野
菜
、
果
実

(4)
実
及
び
き
の
こ
類
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を

及
び
き
の
こ
類
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く

除
く
。
）

。
）

緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料

５

緑
茶
及
び
緑
茶
飲
料

(5)

も
ち

６

も
ち

(6)

い
り
さ
や
落
花
生
、
い
り
落
花
生
、
あ
げ
落
花
生
及
び
い
り
豆
類

７

い
り
さ
や
落
花
生
、
い
り
落
花
生
、
あ
げ
落
花
生
及
び
い
り
豆
類

(7)

黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品

８

黒
糖
及
び
黒
糖
加
工
品

(8)

こ
ん
に
ゃ
く

９

こ
ん
に
ゃ
く

(9)

調
味
し
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該
当
す
る
も
の

調
味
し
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を

(10)

10

を
除
く
。
）

除
く
。
）
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ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
食
肉
及
び
食
用
鳥
卵
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
食
肉
及
び
食
用
鳥
卵
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ

(11)

11

チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
食
肉

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
食
肉

(12)

12

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
食
肉
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品

(13)

13

品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

合
挽
肉
そ
の
他
異
種
混
合
し
た
食
肉
（
肉
塊
又
は
挽
肉
を
容
器
に
詰
め
、
成
形

合
挽
肉
そ
の
他
異
種
混
合
し
た
食
肉
（
肉
塊
又
は
挽
肉
を
容
器
に
詰
め
、
成
形
し

(14)

14

し
た
も
の
を
含
む
。
）

た
も
の
を
含
む
。
）

素
干
魚
介
類
、
塩
干
魚
介
類
、
煮
干
魚
介
類
及
び
こ
ん
ぶ
、
干
の
り
、
焼
き
の

素
干
魚
介
類
、
塩
干
魚
介
類
、
煮
干
魚
介
類
及
び
こ
ん
ぶ
、
干
の
り
、
焼
き
の
り

(15)

15

り
そ
の
他
干
し
た
海
藻
類
（
細
切
若
し
く
は
細
刻
し
た
も
の
又
は
粉
末
状
に
し
た

そ
の
他
干
し
た
海
藻
類
（
細
切
若
し
く
は
細
刻
し
た
も
の
又
は
粉
末
状
に
し
た
も
の

も
の
を
除
く
。
）

を
除
く
。
）

塩
蔵
魚
介
類
及
び
塩
蔵
海
藻
類

塩
蔵
魚
介
類
及
び
塩
蔵
海
藻
類

(16)

16

調
味
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に

調
味
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食
品
に
該

(17)

17

該
当
す
る
も
の
並
び
に
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も

当
す
る
も
の
並
び
に
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を

の
を
除
く
。
）

除
く
。
）

こ
ん
ぶ
巻

こ
ん
ぶ
巻

(18)

18

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ

ゆ
で
、
又
は
蒸
し
た
魚
介
類
及
び
海
藻
類
（
缶
詰
、
瓶
詰
及
び
レ
ト
ル
ト
パ
ウ
チ

(19)

19

チ
食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
魚
介
類

表
面
を
あ
ぶ
っ
た
魚
介
類

(20)

20

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
魚
介
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍

フ
ラ
イ
種
と
し
て
衣
を
つ
け
た
魚
介
類
（
加
熱
調
理
し
た
も
の
及
び
調
理
冷
凍
食

(21)

21

食
品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

品
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）

又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
鮮
食
品
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断

４
又
は

に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
生
鮮
食
品
を
異
種
混
合
し
た
も
の
（
切
断
せ

(22)

(4)

(14)

22

14

せ
ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

ず
に
詰
め
合
わ
せ
た
も
の
を
除
く
。
）

２

農
産
物
漬
物

農
産
物
漬
物

23
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３

野
菜
冷
凍
食
品

野
菜
冷
凍
食
品

24

４

う
な
ぎ
加
工
品

う
な
ぎ
加
工
品

25

５

か
つ
お
削
り
ぶ
し

か
つ
お
削
り
ぶ
し

26

６

お
に
ぎ
り
（
米
飯
類
を
巻
く
目
的
で
の
り
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
も
の

（
新
設
）

に
限
る
。
）
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答申品目一覧
下記品目については、消費者委員会委員長より「特定保健用食品として認めることとして差し支えない」旨、答申を行った。

平成27年10月19日付消食表第540号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

コカ・コーラ　プラス 日本コカ・コーラ株式会社
難消化性デキストリン (食物繊維) の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
て、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな
方、食後の血中中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。

平成28年10月5日

スプライト　エクストラ 日本コカ・コーラ株式会社
難消化性デキストリン (食物繊維) の働きにより、食事から摂取した脂肪の吸収を抑え
て、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、脂肪の多い食事を摂りがちな
方、食後の血中中性脂肪が気になる方の食生活の改善に役立ちます。

平成28年10月5日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる。

平成28年5月13日付消食表第321号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

特茶ジャスミン
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成28年10月5日

伊右衛門　特茶350
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成28年10月5日

平成28年7月20日付消食表第423号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ヘルシア　果実のひとと
き　オレンジ

花王株式会社
本品は、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、
脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助ける
ので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成28年10月5日

ヘルシア　果実のひとと
き　グレープ

花王株式会社
本品は、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、
脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助ける
ので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成28年10月5日

平成28年4月20日付消食表第249号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

食事と一緒に十六茶Ｗ
(ダブル)350

アサヒ飲料株式会社

本品は食物繊維（難消化性デキストリン）のはたらきにより、食事の脂肪の吸収を抑えて
排出を増加させることで、食後の血中中性脂肪の上昇をおだやかにするので、血中中性
脂肪が高めで脂肪の多い食事を摂りがちな方の食生活の改善に役立ちます。また、食
事の糖の吸収をおだやかにすることで、血糖値の上昇をおだやかにするので、食後の血
糖値が気になる方の食生活の改善に役立ちます。

平成28年11月30日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる。

平成28年10月19日付消食表第647号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

葛力茶　烏龍茶風味 株式会社東洋新薬
本品は、体脂肪やお腹の脂肪に作用する葛の花エキスを含んでいるので、お腹の脂肪
が気になる方、お腹周りやウエストサイズが気になる方、体脂肪が気になる方、肥満が
気になる方に適しています。

平成29年3月22日

葛のウエスティー　紅茶
風味

株式会社東洋新薬
本品は、体脂肪やお腹の脂肪に作用する葛の花エキスを含んでいるので、お腹の脂肪
が気になる方、お腹周りやウエストサイズが気になる方、体脂肪が気になる方、肥満が
気になる方に適しています。

平成29年3月22日

平成27年9月15日付消食表第491号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

黒豆茶〈缶〉 フジッコ株式会社
黒豆茶＜缶＞は、骨のカルシウムの維持に役立つ大豆イソフラボンを含んでいるので、
骨の健康が気になる方に適した飲料です。

平成29年4月12日

資料２－３－３
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平成28年7月20日付消食表第423号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

サラシア100 小林製薬株式会社

本品は天然のサラシアを原料とし、ネオコタラノールを含んでいるため、食事に含まれる
糖の吸収をおだやかにする働きがあります。食事とともにお飲みいただくことで、食後血
糖値の上昇がゆるやかになるので、食後の血糖値が高めの方、食事に含まれる糖質が
気になる方に適した食品です。

平成29年5月24日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる

平成28年7月20日付消食表第423号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ヘルシア緑茶　スティック 花王株式会社
本品は、脂肪の分解と消費に働く酵素の活性を高める茶カテキンを豊富に含んでおり、
脂肪を代謝する力を高め、エネルギーとして脂肪を消費し、体脂肪を減らすのを助ける
ので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成29年6月28日

平成26年7月31日付消食表第172号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ディフェンセラ ポーラ化成工業株式会社
本品に含まれる米胚芽由来のグルコシルセラミドは、肌の水分を逃しにくくするため、肌
の乾燥が気になる方に適しています。

平成29年7月10日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる

平成21年12月9日付消食表第57号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ピュアカム　葉酸 杏林製薬株式会社
この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性に
とって、二分脊椎などの神経管閉鎖障害をもつ子どもが生まれるリスクを低減するかもし
れません。

平成29年8月23日

ピュアカム　葉酸ＭＶ 杏林製薬株式会社
この食品は葉酸を豊富に含みます。適切な量の葉酸を含む健康的な食事は、女性に
とって、二分脊椎などの神経管閉鎖障害をもつ子どもが生まれるリスクを低減するかもし
れません。

平成29年8月23日

平成27年7月21日付消食表第362号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

松谷のミニビスケット 松谷化学工業株式会社
本品は高架橋度リン酸架橋でん粉（食物繊維）が含まれているため、食生活で不足しが
ちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えたい方や、お通じの気になる方に適し
ています。

平成29年8月23日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる

平成27年4月30日付消食表第192号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ガセリ菌SP株ヨーグルト 雪印メグミルク株式会社
ガセリ菌SP株(Lactobacillus gasseri  SBT2055)の働きにより、食事とともに召し上がるこ
とで脂肪の吸収を抑え、内臓脂肪を減らすのを助けるので、肥満気味の方で内臓脂肪
が気になる方の食生活の改善に役立ちます。

平成29年8月30日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる

平成27年9月15日付消食表第491号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

ヘルシアＷコーヒー　無
糖ブラック

花王株式会社

本品は、コーヒーポリフェノール（クロロゲン酸類）を豊富に含み、エネルギーとして脂肪
を消費しやすくするので、体脂肪が気になる方に適しています。また、豊富なコーヒーポ
リフェノール（クロロゲン酸類）に加え、酸化成分（ヒドロキシヒドロキノン）を低減してコー
ヒーポリフェノールの効果が引き出されるよう工夫されているので、血圧が高めの方に適
しています。

平成29年8月30日

※「特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容」は、審議過程で変更された為、諮問時とは異なる
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平成29年4月21日付消食表第223号により諮問を受けた品目

製品名 申請者 特定の保健の目的が期待できる旨の表示内容 答申日

特茶
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成29年8月30日

ホット特茶
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成29年8月30日

特茶トクチャカフェインゼ
ロ

サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成29年8月30日

特茶カフェインゼロ350
サントリー食品インターナ
ショナル株式会社

本品は、脂肪分解酵素を活性化させるケルセチン配糖体の働きにより、体脂肪を減らす
のを助けるので、体脂肪が気になる方に適しています。

平成29年8月30日
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